
議案第４５号 

 

   新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例施行規則の一部 を 

   改正する規則について 

 

 新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

を次のように定める。 

 

   新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 

新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５６年教育委員会

規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１号中「付属設備」を「附属設備」に、「６ケ月前」を「１年前」に

改め、同条第２号中「６ケ月前」を「６月前」に改める。 

第８条中「取消」を「取消し」に改める。 

第９条の見出し及び同条中「付属設備」を「附属設備」に改める。 

第１１条を削り、第１２条を第１１条とし、第１３条を第１２条とする。 

第１４条中「、条例及びこの規則に定めるもののほか」を削り、同条を第１３

条とし、第１５条を第１４条とする。 

第１６条中「及び付属設備等をき損又は」を「、附属設備等を毀損し、又は」

に改め、同条を第１５条とする。 

第１７条中「及び第１１条」を削り、「及び第１１条中」を「の規定中」に改

め、同条を第１６条とし、第１８条から第２０条までを１条ずつ繰り上げる。 

第２１条中「もとめに」を「求めに」に改め、同条を第２０条とし、第２２条

を第２１条とし、第２３条を第２２条とする。 

別表を次のように改める。 

別表 附属設備及び備品類使用料 

区分 単位 使用料 

舞台関係 金屏風 １双 １，８００円 

 大太鼓 １式 １，１７０円 

 毛氈 １枚 ２００円 

 長座布団 １枚 １００円 

 プログラムスタンド １本 ５０円 
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 指揮者用譜面台 １式 ２００円 

 奏者用譜面台 １本 ５０円 

 地がすり １枚 ６３０円 

 上敷ござ １枚 １００円 

 所作台 １台 ２００円 

 花道用所作台 １台 ２００円 

 反射板 １式 ３，５１０円 

 松羽目 １式 １，８００円 

 平台 １台 １００円 

 演壇（大） １式 ９４０円 

 演壇（小） １式 ５３０円 

 オーケストラピット １式 ３，６２０円 

 ピアノ １台 ３，５１０円 

 プロジェクター １式 １，２７０円 

 大ホールスクリーン １回 ８３０円 

 鳥屋囲い １式 ６３０円 

照明関係（大

ホール） 

プロセニアムライト １列 ６３０円 

ボーダーライト １列 ６３０円 

サスペンションライト １列 １，１７０円 

 アッパーホリゾントライト １列 １，１７０円 

 ロアーホリゾントライト １列 ７４０円 

 トーメンタルライト １対 ５３０円 

 フロントサイドライト １対 １，７００円 

 シーリングライト １列 １，７００円 

 フットライト １列 ３００円 

 花道フットライト １式 ３００円 

 センターピンスポット １台 ２，３４０円 

 スモークマシン １台 １，０４０円 

照明関係（小

ホール） 

ボーダーライトＡ １列 ２００円 

ボーダーライトＢ １列 ４００円 

サスペンションライト １列 ５３０円 

 アッパーホリゾントライト １列 ４１０円 

 シーリングライト １列 ４１０円 

照明関係（大スポットライトＡ １台 １００円 
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小 ホ ー ル 共

通） 

スポットライトＢ １台 １００円 

ピンスポット １台 １，２７０円 

 エフェックトスポット １台 ５３０円 

 スパイラルマシン １台 ５３０円 

 ディスクマシン １台 ５３０円 

 マルチストロボ １台 ５３０円 

 ミラーボール １台 ５３０円 

 先玉 １個 １００円 

 ディスクプレート １枚 １００円 

 スタンド １台 ５０円 

 ピーパック １台 １，８００円 

音響関係 コンデンサーマイク １本 ２００円 

 ダイナミックマイク １本 １００円 

 マイクエレベーター装置 １本 １，１７０円 

 ３点吊りマイク装置 １本 １，１７０円 

 カセットテープレコーダー １台 ５３０円 

 ＤＶＤプレーヤー １台 ５３０円 

 ＣＤプレーヤー １台 ５３０円 

 ＭＤプレーヤー １台 ５３０円 

 移動用音響装置 １台 ５２０円 

 ワイヤレスマイク １本 ５２０円 

 ポータブルミキサー １台 １，８００円 

 ステージモニタースピーカー １台 ５３０円 

 マイクスタンド １本 １００円 

 拡声装置（大ホール） １式 ２，３４０円 

 拡声装置（小ホール） １式 １，１７０円 

その他 展示用パネル １枚 ５０円 

 持込機器 １ＫＷｈ ２００円 

 シャワー １回 ５２０円 

 加湿器 １回 ５２０円 

備考 

１  使用料は、午前、午後、夜間の各時間区分１回当たりとする。ただし、

展示用パネルについては、１日当たりとする。 

２ 反射板には、サスペンションライト１列を含むものとする。 
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３ 拡声装置には、ダイナミックマイク１本及びマイクスタンド１本を含む

ものとする。 

別記様式第１号から別記様式第９号までを次のように改める。 
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別記様式第１号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

使 用 目 的 利用人数

入 場 料 等 の 有 無

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

附属設備及び
備品類使用料 加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

附 属 設 備 及 び
備品類使用料内訳

そ の 他

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

新庄市教育委員会教育長　宛

新庄市民文化会館使用許可申請書

年　　月　　日

入場料等の内容

人

次のとおり使用許可の申請をします。

処理
円

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

　□物品の販売等　許可・不許可　　　□飲食物の提供等　許可・不許可
　□広告類の掲示　許可・不許可　　　□寄附金の募集　許可・不許可
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別記様式第２号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

使 用 目 的 利用人数

入 場 料 等 の 有 無

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

附属設備及び
備品類使用料加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

附 属 設 備 及 び
備品類使用料内訳

そ の 他

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

入場料等の内容

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

　□物品の販売等　許可・不許可　　　□飲食物の提供等　許可・不許可
　□広告類の掲示　許可・不許可　　　□寄附金の募集　許可・不許可

処理
円

年　　月　　日

新庄市民文化会館使用許可書

次のとおり使用を許可します。

人
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別記様式第３号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

変 更 理 由 許可番号

変 更 前 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

附属設備及び
備品類使用料加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

変 更 後 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

附属設備及び
備品類使用料加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

附 属 設 備 及 び
備品類使用料内訳

変 更 前 金 額
円

確定金額

変 更 後 金 額
円

確定金額

還 付 ・ 追 加 金 額
領 収 証
番 号

円

使 用 時 間

処理
円

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

処理
円

年　　月　　日

新庄市民文化会館使用変更許可申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

次のとおり使用許可の変更を申請します。
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別記様式第４号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

変 更 理 由 許可番号

変 更 前 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

附属設備及び
備品類使用料 加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

変 更 後 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

附属設備及び
備品類使用料 加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

附 属 設 備 及 び
備品類使用料内訳

変 更 前 金 額
円

確定金額

変 更 後 金 額
円

確定金額

還 付 ・ 追加 金額
領 収 証
番 号

円

使 用 時 間

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

処理
円

処理
円

年　　月　　日

新庄市民文化会館使用変更許可書

次のとおり使用変更を許可します。
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別記様式第５号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

取 消 理 由 許可番号

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

附属設備及び
備品類使用料加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

既 納 金 額
円

還付金額

年　　月　　日

新庄市民文化会館使用取消申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

次のとおり使用取消を申請します。

使 用 時 間

円
領 収 証 番 号

円
処理
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別記様式第６号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

取 消 理 由 許可番号

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

附属設備及び
備品類使用料加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

既 納 金 額
円

還付金額

使 用 時 間

年　　月　　日

新庄市民文化会館使用取消許可書

次のとおり使用取消を許可します。

円
領 収 証 番 号

円
処理
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別記様式第７号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

使 用 目 的 許可番号

免除を受けようと
す る 理 由

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

附属設備及び
備品類使用料加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

使 用 時 間

減免
円

年　　月　　日

新庄市民文化会館使用料減免申請書

新庄市長　宛

次のとおり使用料の減免を申請します。
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別記様式第８号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

還 付 の 理 由

許 可 番 号
円

既納金額

変 更 ・ 取 消
許 可 番 号

円
還付金額

年　　月　　日

新庄市民文化会館使用料還付申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

次のとおり使用料の還付を申請します。

円

確 定 金 額
円

円
確 定 金 額

円
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別記様式第９号

受付番号

様

新庄市教育委員会教育長

還 付 の 理 由

許 可 番 号
円

既納金額

変 更 ・ 取 消
許 可 番 号

円
還付金額確 定 金 額

円 円

年　　月　　日

新庄市民文化会館使用料還付決定通知書

次のとおり使用料の還付について、決定しましたので通知します。

確 定 金 額
円 円
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  この規則の公布の際現にこの規則による改正前の新庄市民文化会館設置及

び管理に関する条例施行規則の規定に基づく使用の許可を受けている令和２

年４月１日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

 

   提案の理由 

 新庄市民文化会館の附属設備及び備品類の使用料並びに必要な文言の整理に

ついて所要の見直しを行うため、提案するものである。 
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は
、
会

館
の

使
用

の
取

消
 
 
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、
新

庄
市

民
文

化
会

館
使

用
取

消
申

請
書

(
別

記
様

式
第

5
号

)
に

使

用
許

可
書

を
添

え
て

、
す

み
や

か
に

教
育

委
員

会
に

提
出

し
、

そ
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
8
条

 
使

用
者

は
、
会

館
の

使
用

の
取

消
し

を
し

よ
う

と
す

る
と

き

は
、
新

庄
市

民
文

化
会

館
使

用
取

消
申

請
書

(
別

記
様

式
第

5
号

)
に

使

用
許

可
書

を
添

え
て

、
す

み
や

か
に

教
育

委
員

会
に

提
出

し
、

そ
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

2
 

教
育

委
員

会
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
取

消
 
 
を

許
可

し
た

と
き

は
、
新

庄
市

民
文

化
会

館
使

用
取

消
許

可
書

(
別

記
様

式
第

6
号

)
を

交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

2
 

教
育

委
員

会
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
取

消
し

を
許

可
し

た
と

き

は
、
新

庄
市

民
文

化
会

館
使

用
取

消
許

可
書

(
別

記
様

式
第

6
号

)
を

交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
付

属
設

備
及

び
備

品
類

の
使

用
料

)
 

(
附

属
設

備
及

び
備

品
類

の
使

用
料

)
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

第
9
条

 
条

例
第

1
1
条

の
規

定
に

よ
る

付
属

設
備

及
び

備
品

類
の

使

用
料

は
、

別
表

の
と

お
り

と
す

る
。

 

第
9
条

 
条

例
第

1
1
条

の
規

定
に

よ
る

附
属

設
備

及
び

備
品

類
の

使

用
料

は
、

別
表

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
冷

暖
房

の
使

用
期

間
)
 

第
1
1
条

 
冷

暖
房

の
使

用
期

間
は

、
次

の
各

号
の

と
お

り
と

す
る

。

た
だ

し
、

教
育

委
員

会
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

使
用

期
間

を
延

長
し

又
は

短
縮

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
 

冷
房

期
間

 
7
月

1
日

か
ら

8
月

3
1
日

ま
で

 

(
2
)
 

暖
房

期
間

 
1
0
月

1
5
日

か
ら

4
月

1
5
日

ま
で

 

〔
削

る
〕

 

(
使

用
料

の
免

除
)
 

(
使

用
料

の
免

除
)
 

第
1
2
条

 
(
略

)
 

第
1
1
条

 
(
略

)
 

(
使

用
料

の
還

付
)
 

(
使

用
料

の
還

付
)
 

第
1
3
条

 
(
略

)
 

第
1
2
条

 
(
略

)
 

(
使

用
者

の
遵

守
事

項
)
 

(
使

用
者

の
遵

守
事

項
)
 

第
1
4
条

 
使

用
者

(
入

館
者

を
含

む
。

)
は

、
条

例
及

び
こ

の
規

則
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
次

の
事

項
を

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
1
3
条

 
使

用
者

(
入

館
者

を
含

む
。

)
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

次
の

事
項

を
守

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
～

(
6
)
 

(
略

)
 

(
1
)
～

(
6
)
 

(
略

)
 

(
職

員
の

立
入

)
 

(
職

員
の

立
入

)
 

第
1
5
条

 
(
略

)
 

第
1
4
条

 
(
略

)
 

(
破

損
等

の
届

出
)
 

(
破

損
等

の
届

出
)
 

第
1
6
条

 
使

用
者

は
、
建

物
及

び
付

属
設

備
等

を
き

損
又

は
 
滅

失
し

第
1
5
条

 
使

用
者

は
、
建

物
、
附

属
設

備
等

を
毀

損
し

、
又

は
滅

失
し
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

た
と

き
は

、
直

ち
に

そ
の

旨
を

館
長

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 
た

と
き

は
、
直

ち
に

そ
の

旨
を

館
長

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
適

用
)
 

(
適

用
)
 

第
1
7
条

 
条

例
第

1
6
条

の
規

定
に

よ
り

、
指

定
管

理
者

が
会

館
の

管

理
を

行
う

場
合

に
お

け
る

第
3
条

か
ら

第
8
条

ま
で

及
び

第
1
1
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、
第

3
条

中
「

職
員

」
と

あ
る

の
は
「

職
員

(
指

定
管

理
者

が
管

理
を

行
う

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
該

指
定

管
理

者
の

職
員

)
」
と

、
第

4
条

中
「

新
庄

市
教

育
委

員
会

(
以

下
「

教
育

委
員

会
」

と
い

う
。

)
」

と
あ

る
の

は
「

指
定

管
理

者
」

と
、

第
5
条

か
ら

第
8
条

ま
で

及
び

第
1
1
条

中
「

教
育

委
員

会
」

と
あ

る
の

は
「

指
定

管
理

者
」

と
す

る
。

 

第
1
6
条

 
条

例
第

1
6
条

の
規

定
に

よ
り

、
指

定
管

理
者

が
会

館
の

管

理
を

行
う

場
合

に
お

け
る

第
3
条

か
ら

第
8
条

ま
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、
第

3
条

中
「

職
員

」
と

あ
る

の
は
「

職
員

(
指

定
管

理
者

が
管

理
を

行
う

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
該

指
定

管
理

者
の

職
員

)
」
と

、
第

4
条

中
「

新
庄

市
教

育
委

員
会

(
以

下
「

教
育

委
員

会
」

と
い

う
。

)
」

と
あ

る
の

は
「

指
定

管
理

者
」

と
、

第
5
条

か
ら

第
8
条

ま
で

の
規

定
中

 
 
 
 「

教
育

委
員

会
」

と
あ

る
の

は
「

指
定

管
理

者
」

と
す

る
。

 

(
運

営
審

議
会

)
 

(
運

営
審

議
会

)
 

第
1
8
条

 
(
略

)
 

第
1
7
条

 
(
略

)
 

(
委

員
長

及
び

副
委

員
長

)
 

(
委

員
長

及
び

副
委

員
長

)
 

第
1
9
条

 
(
略

)
 

第
1
8
条

 
(
略

)
 

(
委

員
の

任
期

)
 

(
委

員
の

任
期

)
 

第
2
0
条

 
(
略

)
 

第
1
9
条

 
(
略

)
 

(
会

議
)
 

(
会

議
)
 

第
2
1
条

 
審

議
会

は
、
年

1
回

開
催

す
る

も
の

と
し

、
教

育
委

員
会

の

も
と

め
に

応
じ

委
員

長
が

招
集

す
る

。
 

第
2
0
条

 
審

議
会

は
、
年

1
回

開
催

す
る

も
の

と
し

、
教

育
委

員
会

の

求
め

に
 
 
応

じ
委

員
長

が
招

集
す

る
。

 

(
庶

務
)
 

(
庶

務
)
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

第
2
2
条

 
(
略

)
 

第
2
1
条

 
(
略

)
 

(
委

任
)
 

(
委

任
)
 

第
2
3
条

 
(
略

)
 

第
2
2
条

 
(
略

)
 

別
表

 

付
属

設
備

及
び

備
品

類
使

用
料

 

区
分

 
使

用
器

具
 

使
用

料
 

舞
台

関
係

 
金

屏
風

 
(
1
双

)
 

1
,
7
7
0
円

 

大
太

鼓
 

(
1
式

)
 

1
,
1
5
0
円

 

毛
氈

 
(
1
枚

)
 

2
0
0
円

 

長
座

布
団

 
(
1
枚

)
 

1
0
0
円

 

プ
ロ

グ
ラ

ム
ス

タ
ン

ド
 

(
1
本

)
 

5
0
円

 

指
揮

者
用

譜
面

台
 

(
1
式

)
 

2
0
0
円

 

奏
者

用
譜

面
台

 
(
1
本

)
 

5
0
円

 

地
が

す
り

 
(
1
枚

)
 

6
2
0
円

 

上
敷

ご
ざ

 
(
1
枚

)
 

1
0
0
円

 

所
作

台
 

(
1
台

)
 

2
0
0
円

 

花
道

用
所

作
台

 
(
1
台

)
 

2
0
0
円

 

反
射

板
 

(
1
式

)
 

3
,
4
5
0
円

 

松
羽

目
 

(
1
式

)
 

1
,
7
7
0
円

 

平
台

 
(
1
台

)
 

1
0
0
円

 

別
表

 
附

属
設

備
及

び
備

品
類

使
用

料
 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

舞
台

関
係

 
金

屏
風

 
1
双

 
1
,
8
0
0
円

 

大
太

鼓
 

1
式

 
1
,
1
7
0
円

 

毛
氈

 
1
枚

 
2
0
0
円

 

長
座

布
団

 
1
枚

 
1
0
0
円

 

プ
ロ

グ
ラ

ム
ス

タ
ン

ド
 

1
本

 
5
0
円

 

指
揮

者
用

譜
面

台
 

1
式

 
2
0
0
円

 

奏
者

用
譜

面
台

 
1
本

 
5
0
円

 

地
が

す
り

 
1
枚

 
6
3
0
円

 

上
敷

ご
ざ

 
1
枚

 
1
0
0
円

 

所
作

台
 

1
台

 
2
0
0
円

 

花
道

用
所

作
台

 
1
台

 
2
0
0
円

 

反
射

板
 

1
式

 
3
,
5
1
0
円

 

松
羽

目
 

1
式

 
1
,
8
0
0
円

 

平
台

 
1
台

 
1
0
0
円

 

演
壇

(
大

)
 

1
式

 
9
4
0
円
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

演
壇

(
大

)
 

(
1
式

)
 

9
3
0
円

 

演
壇

(
小

)
 

(
1
式

)
 

5
2
0
円

 

オ
ー

ケ
ス

ト
ラ

ピ
ッ

ト
 

(
1
式

)
 

3
,
5
5
0
円

 

ピ
ア

ノ
 

(
1
台

)
 

3
,
4
5
0
円

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
 

(
1
式

)
 

1
,
2
5
0
円

 

ス
ク

リ
ー

ン
A
 

(
1
回

)
 

8
2
0
円

 

ス
ク

リ
ー

ン
B
 

(
1
回

)
 

6
2
0
円

 

鳥
屋

囲
い

 
(
1
式

)
 

6
2
0
円

 

照
明

関
係

(
大

ホ
ー

ル
)
 

プ
ロ

セ
ニ

ア
ム

ラ
イ

ト
 

(
1
列

)
 

6
2
0
円

 

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
 

(
1
列

)
 

6
2
0
円

 

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
ラ

イ
ト

 
(
1
列

)
 

1
,
1
5
0
円

 

ア
ッ

パ
ー

ホ
リ

ゾ
ン

ト
ラ

イ
ト

 
(
1
列

)
 

1
,
1
5
0
円

 

ロ
ア

ー
ホ

リ
ゾ

ン
ト

ラ
イ

ト
 

(
1
列

)
 

7
3
0
円

 

ト
ー

メ
ン

タ
ル

ラ
イ

ト
 

(
1
対

)
 

5
2
0
円

 

フ
ロ

ン
ト

サ
イ

ド
ラ

イ
ト

 
(
1
対

)
 

1
,
6
7
0
円

 

シ
ー

リ
ン

グ
ラ

イ
ト

 
(
1
列

)
 

1
,
6
7
0
円

 

フ
ッ

ト
ラ

イ
ト

 
(
1
列

)
 

3
0
0
円

 

花
道

フ
ッ

ト
ラ

イ
ト

 
(
1
式

)
 

3
0
0
円

 

セ
ン

タ
ー

ピ
ン

ス
ポ

ッ
ト

 
(
1
台

)
 

2
,
3
0
0
円

 

照
明

関
係

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
A
 

(
1
列

)
 

2
0
0
円

 

演
壇

(
小

)
 

1
式

 
5
3
0
円

 

オ
ー

ケ
ス

ト
ラ

ピ
ッ

ト
 

1
式

 
3
,
6
2
0
円

 

ピ
ア

ノ
 

1
台

 
3
,
5
1
0
円

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
 

1
式

 
1
,
2
7
0
円

 

大
ホ

ー
ル

ス
ク

リ
ー

ン
 

1
回

 
8
3
0
円

 

鳥
屋

囲
い

 
1
式

 
6
3
0
円

 

照
明

関
係

(
大

ホ
ー

ル
)
 

プ
ロ

セ
ニ

ア
ム

ラ
イ

ト
 

1
列

 
6
3
0
円

 

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
 

1
列

 
6
3
0
円

 

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
ラ

イ
ト

 
1
列

 
1
,
1
7
0
円

 

ア
ッ

パ
ー

ホ
リ

ゾ
ン

ト
ラ

イ
ト

 
1
列

 
1
,
1
7
0
円

 

ロ
ア

ー
ホ

リ
ゾ

ン
ト

ラ
イ

ト
 

1
列

 
7
4
0
円

 

ト
ー

メ
ン

タ
ル

ラ
イ

ト
 

1
対

 
5
3
0
円

 

フ
ロ

ン
ト

サ
イ

ド
ラ

イ
ト

 
1
対

 
1
,
7
0
0
円

 

シ
ー

リ
ン

グ
ラ

イ
ト

 
1
列

 
1
,
7
0
0
円

 

フ
ッ

ト
ラ

イ
ト

 
1
列

 
3
0
0
円

 

花
道

フ
ッ

ト
ラ

イ
ト

 
1
式

 
3
0
0
円

 

セ
ン

タ
ー

ピ
ン

ス
ポ

ッ
ト

 
1
台

 
2
,
3
4
0
円

 

ス
モ

ー
ク

マ
シ

ン
 

1
台

 
1
,
0
4
0
円

 

照
明

関
係

(
小

ホ
ー

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
A
 

1
列

 
2
0
0
円

 

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
B
 

1
列

 
4
0
0
円
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(
小

ホ
ー

ル
)
 

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
B
 

(
1
列

)
 

4
0
0
円

 

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
ラ

イ
ト

 
(
1
列

)
 

5
2
0
円

 

ア
ッ

パ
ー

ホ
リ

ゾ
ン

ト
ラ

イ
ト

 
(
1
列

)
 

4
1
0
円

 

シ
ー

リ
ン

グ
ラ

イ
ト

 
(
1
列

)
 

4
1
0
円

 

照
明

関
係

(
大

小
ホ

ー

ル
共

通
)
 

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
A
 

(
1
台

)
 

1
0
0
円

 

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
B
 

(
1
台

)
 

1
0
0
円

 

ピ
ン

ス
ポ

ッ
ト

 
(
1
台

)
 

1
,
2
5
0
円

 

エ
フ

ェ
ッ

ク
ト

ス
ポ

ッ
ト

 
(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

ス
パ

イ
ラ

ル
マ

シ
ン

 
(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

デ
ィ

ス
ク

マ
シ

ン
 

(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

マ
ル

チ
ス

ト
ロ

ボ
 

(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

ミ
ラ

ー
ボ

ー
ル

 
(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

先
玉

 
(
1
個

)
 

1
0
0
円

 

デ
ィ

ス
ク

プ
レ

ー
ト

 
(
1
枚

)
 

1
0
0
円

 

ス
タ

ン
ド

 
(
1
台

)
 

5
0
円

 

ピ
ー

パ
ッ

ク
 

(
1
台

)
 

1
,
7
7
0
円

 

音
響

関
係

 
コ

ン
デ

ン
サ

ー
マ

イ
ク

 
(
1
本

)
 

2
0
0
円

 

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク
 

(
1
本

)
 

1
0
0
円

 

マ
イ

ク
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
装

置
 

(
1
本

)
 

1
,
1
5
0
円

 

三
点

吊
り

マ
イ

ク
装

置
 

(
1
本

)
 

1
,
1
5
0
円

 

ル
)
 

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
ラ

イ
ト

 
1
列

 
5
3
0
円

 

ア
ッ

パ
ー

ホ
リ

ゾ
ン

ト
ラ

イ
ト

 
1
列

 
4
1
0
円

 

シ
ー

リ
ン

グ
ラ

イ
ト

 
1
列

 
4
1
0
円

 

照
明

関
係

(
大

小
ホ

ー

ル
共

通
)
 

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
A
 

1
台

 
1
0
0
円

 

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
B
 

1
台

 
1
0
0
円

 

ピ
ン

ス
ポ

ッ
ト

 
1
台

 
1
,
2
7
0
円

 

エ
フ

ェ
ッ

ク
ト

ス
ポ

ッ
ト

 
1
台

 
5
3
0
円

 

ス
パ

イ
ラ

ル
マ

シ
ン

 
1
台

 
5
3
0
円

 

デ
ィ

ス
ク

マ
シ

ン
 

1
台

 
5
3
0
円

 

マ
ル

チ
ス

ト
ロ

ボ
 

1
台

 
5
3
0
円

 

ミ
ラ

ー
ボ

ー
ル

 
1
台

 
5
3
0
円

 

先
玉

 
1
個

 
1
0
0
円

 

デ
ィ

ス
ク

プ
レ

ー
ト

 
1
枚

 
1
0
0
円

 

ス
タ

ン
ド

 
1
台

 
5
0
円

 

ピ
ー

パ
ッ

ク
 

1
台

 
1
,
8
0
0
円

 

音
響

関
係

 
コ

ン
デ

ン
サ

ー
マ

イ
ク

 
1
本

 
2
0
0
円

 

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク
 

1
本

 
1
0
0
円

 

マ
イ

ク
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
装

置
 

1
本

 
1
,
1
7
0
円

 

3
点

吊
り

マ
イ

ク
装

置
 

1
本

 
1
,
1
7
0
円

 

カ
セ

ッ
ト

テ
ー

プ
レ

コ
ー

ダ
ー

 
1
台

 
5
3
0
円
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

カ
セ

ッ
ト

テ
ー

プ
レ

コ
ー

ダ
ー

 
(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

D
V
D
プ

レ
ー

ヤ
ー

 
(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

C
D
プ

レ
ー

ヤ
ー

 
(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

M
D
プ

レ
ー

ヤ
ー

 
(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

移
動

用
音

響
装

置
 

(
1
台

)
 

5
1
0
円

 

ワ
イ

ヤ
レ

ス
マ

イ
ク

 
(
1
本

)
 

5
1
0
円

 

ポ
ー

タ
ブ

ル
ミ

キ
サ

ー
 

(
1
台

)
 

1
,
7
7
0
円

 

ス
テ

ー
ジ

モ
ニ

タ
ー

ス
ピ

ー
カ

ー
 

(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

エ
コ

ー
マ

シ
ン

 
(
1
台

)
 

1
,
1
5
0
円

 

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
 

(
1
本

)
 

1
0
0
円

 

拡
声

装
置

(
大

ホ
ー

ル
)
 

(
1
式

)
 

2
,
3
0
0
円

 

拡
声

装
置

(
小

ホ
ー

ル
)
 

(
1
式

)
 

1
,
1
5
0
円

 

そ
の

他
 

展
示

用
パ

ネ
ル

 
(
1
枚

)
 

5
0
円

 

持
込

機
器

 
(
1
K
W
)
 

2
0
0
円

 

シ
ャ

ワ
ー

 
(
1
回

)
 

5
1
0
円

 

加
湿

器
 

(
1
回

)
 

5
1
0
円

 

(
備

考
)
 

 
1
 

使
用

料
は

、
午

前
、

午
後

、
夜

間
の

各
一

回
に

つ
き

と
す

る
。

た
だ

し
、

展
示

用
パ

ネ
ル

に
つ

い
て

は
1
日

当
た

り
と

す
る

。
 

 
2
 

ピ
ア

ノ
の

調
律

料
は

別
途

と
す

る
。

 

 
3
 

反
射

板
に

は
、

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
ラ

イ
ト

1
列

を
含

む
も

の
と

D
V
D
プ

レ
ー

ヤ
ー

 
1
台

 
5
3
0
円

 

C
D
プ

レ
ー

ヤ
ー

 
1
台

 
5
3
0
円

 

M
D
プ

レ
ー

ヤ
ー

 
1
台

 
5
3
0
円

 

移
動

用
音

響
装

置
 

1
台

 
5
2
0
円

 

ワ
イ

ヤ
レ

ス
マ

イ
ク

 
1
本

 
5
2
0
円

 

ポ
ー

タ
ブ

ル
ミ

キ
サ

ー
 

1
台

 
1
,
8
0
0
円

 

ス
テ

ー
ジ

モ
ニ

タ
ー

ス
ピ

ー
カ

ー
 

1
台

 
5
3
0
円

 

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
 

1
本

 
1
0
0
円

 

拡
声

装
置

(
大

ホ
ー

ル
)
 

1
式

 
2
,
3
4
0
円

 

拡
声

装
置

(
小

ホ
ー

ル
)
 

1
式

 
1
,
1
7
0
円

 

そ
の

他
 

展
示

用
パ

ネ
ル

 
1
枚

 
5
0
円

 

持
込

機
器

 
1
K
W
h
 

2
0
0
円

 

シ
ャ

ワ
ー

 
1
回

 
5
2
0
円

 

加
湿

器
 

1
回

 
5
2
0
円

 

備
考

 

 
1
 

使
用

料
は

、
午

前
、
午

後
、
夜

間
の

各
時

間
区

分
1
回

当
た

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
展

示
用

パ
ネ

ル
に

つ
い

て
は

、
1
日

当
た

り
と

す
る

。
 

 
2
 

反
射

板
に

は
、

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
ラ

イ
ト

1
列

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

 
3
 

拡
声

装
置

に
は

、
ダ

イ
ナ

ミ
ッ

ク
マ

イ
ク

1
本

及
び

マ
イ

ク
ス
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

す
る

。
 

 
4
 

拡
声

装
置

に
は

、
ダ

イ
ナ

ミ
ッ

ク
マ

イ
ク

1
本

及
び

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
1
本

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

タ
ン

ド
1
本

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

別
記

様
式

第
1
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
1
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
2
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
2
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
3
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
3
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
4
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
4
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
5
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
5
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
6
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
6
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
7
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
7
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
8
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
8
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
9
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
9
号

 
(
略

)
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議案第４６号 

 

   新庄市公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する 

   規則について 

 

 新庄市公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を  

次のように定める。 

 

   新庄市公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

新庄市公民館設置及び管理に関する条例施行規則（平成２年教育委員会規則第

５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「及び資料等の整備、利用」を「、資料等の整備及び利用」に

改める。 

第７条中「３ケ月前」を「３月前」に改める。 

第１２条中「第１１条ただし書き」を「第１１条ただし書」に、「全額」を「全

部又は一部」に改め、同条第１号中「理由のとき」を「理由により、使用する   

ことができなくなったとき」に改める。 

第１３条を削る。 

第１４条第４号中「又は金品の寄附、若しくは募金等」を「金品の寄附、募金

等」に改め、同条を第１３条とする。 

第１５条を第１４条とする。 

別表を次のように改める。 

別表 公民館設備等使用料 

区分 単位 使用料 

萩野地区公

民館 

移動ステージ １台 １００円 

演台 １台 ２００円 

司会者演台 １台 １００円 

音響装置（マイク含む。） １式 １，１７０円 

展示用パネル １枚 ５０円 

プロジェクター １式 １，２７０円 

スクリーン １本 ６３０円 

八向地区公

民館 

石油ファンヒーター（大型） １台 ５７０円 

石油ファンヒーター（小型） １台 ２７０円 

- 23 -



備考 

１ 使用料は、午前、午後、夜間の各時間区分１回当たりとする。ただし、展

示用パネルについては、１日当たりとする。 

２ プロジェクターには、スクリーン１本を含むものとする。 

別記様式第１号から別記様式第６号までを次のように改める。 
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別記様式第１号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

公 民 館 名 利 用 人 数

使 用 目 的

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

年　 月 　日(　 ) ～

円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～

円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～

円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～

円 円 円

使 用 設 備 等 内 訳

合 計 金 額
円

減 免 額

確 定 金 額 領収証番号
円

使 用 時 間

減免率

年　　月　　日

次のとおり使用許可の申請をします。

人

円

新庄市公民館使用許可申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

公民館
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別記様式第２号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

公 民 館 名 利 用 人 数

使 用 目 的

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

年　 月 　日(　 ) ～

円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～

円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～

円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～

円 円 円

使 用 設 備 等 内 訳

合 計 金 額
円

減 免 額

確 定 金 額 領収証番号

使 用 時 間

減免率
円

円

年　　月　　日

新庄市公民館使用許可書

次のとおり使用を許可します。

公民館
人
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別記様式第３号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

公 民 館 名 許 可 番 号

変 更 取 消 理 由

変 更 前 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

変 更 後 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

使 用 設 備 等 内 訳

変 更 前 合 計 金 額
円

減免率 減免額
円

確 定 金 額
円

変 更 後 合 計 金 額
円

減免率 減免額
円

確 定 金 額
円

還 付 ・ 追 加 金 額
円

領収証番号

使 用 時 間

使 用 時 間

年　　月　　日

新庄市公民館使用変更（取消）許可申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

次のとおり使用許可の変更（取消）を申請します。

公民館
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別記様式第４号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

公 民 館 名 許 可 番 号

変 更 取 消 理 由

変 更 前 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

変 更 後 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

使 用 設 備 等 内 訳

変 更 前 合 計 金 額
円

減免率 減免額
円

確 定 金 額
円

変 更 後 合 計 金 額
円

減免率 減免額
円

確 定 金 額
円

還 付 ・ 追 加 金 額
円

領収証番号

使 用 時 間

使 用 時 間

年　　月　　日

新庄市公民館使用変更（取消）許可書

次のとおり使用変更（取消）を許可します。

公民館
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別記様式第５号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

公 民 館 名 許 可 番 号

使 用 目 的

減 免 を 受 け よ う と
す る 理 由

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

使 用 設 備 等 内 訳

合 計 金 額
円

減 免 額

確 定 金 額 領収証番号
円

年　　月　　日

新庄市公民館使用料減免申請書

新庄市長　宛

次のとおり使用料の減免を申請します。

公民館

使 用 時 間

減免率
円
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別記様式第６号

通知番号

様

新庄市長

公 民 館 名 許 可 番 号

使 用 目 的

減 免 を 受 け よ う と
す る 理 由

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円

使 用 設 備 等 内 訳

合 計 金 額
円

減 免 額

確 定 金 額 領収証番号

年　　月　　日

新庄市公民館使用料減免決定通知書

次のとおり使用料の減免を決定しましたので、通知します。

公民館

使 用 時 間

減免率
円

円
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る   

使用料については、なお従前の例による。 

 

 

   提案の理由 

 新庄市公民館の設備等の使用料並びに必要な文言の整理について所要の見直

しを行うため、提案するものである。 
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新
庄

市
公

民
館

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

(
平

成
2
年

教
育

委
員

会
規

則
第

5
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(
所

掌
事

務
)
 

(
所

掌
事

務
)
 

第
2
条

 
公

民
館

に
お

い
て

取
り

扱
う

事
務

は
、

次
の

と
お

り
と

す

る
。

 

第
2
条

 
公

民
館

に
お

い
て

取
り

扱
う

事
務

は
、

次
の

と
お

り
と

す

る
。

 

(
1
)
 

(
略

)
 

(
1
)
 

(
略

)
 

(
2
)
 

図
書

及
び

資
料

等
の

整
備

、
利

用
に

関
す

る
こ

と
。

 
(
2
)
 

図
書

、
資

料
等

の
整

備
及

び
利

用
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
～

(
8
)
 

(
略

)
 

(
3
)
～

(
8
)
 

(
略

)
 

(
使

用
の

許
可

申
請

)
 

(
使

用
の

許
可

申
請

)
 

第
7
条

 
条

例
第

5
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

使
用

の
許

可
を

受
け

よ

う
と

す
る

者
は

、
新

庄
市

公
民

館
使

用
許

可
申

請
書

(
別

記
様

式
第

1
号

)
を

、
使

用
日

の
3
ケ

月
前

か
ら

3
日

前
ま

で
の

間
に

、
教

育
委

員

会
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
教

育
委

員
会

が
特

に

認
め

る
と

き
は

、
こ

の
期

間
に

よ
ら

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
7
条

 
条

例
第

5
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

使
用

の
許

可
を

受
け

よ

う
と

す
る

者
は

、
新

庄
市

公
民

館
使

用
許

可
申

請
書

(
別

記
様

式
第

1
号

)
を

、
使

用
日

の
3
月

前
 
 
か

ら
3
日

前
ま

で
の

間
に

、
教

育
委

員
会

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
教

育
委

員
会

が
特

に
認

め
る

と
き

は
、

こ
の

期
間

に
よ

ら
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
使

用
料

の
還

付
)
 

(
使

用
料

の
還

付
)
 

第
1
2
条

 
条

例
第

1
1
条

た
だ

し
書

き
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

各
号

に

該
当

す
る

場
合

は
、

既
納

の
使

用
料

の
全

額
 
 
 
 
 
 
 
 
を

還
付

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

第
1
2
条

 
条

例
第

1
1
条

た
だ

し
書

 
 
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

各
号

に

該
当

す
る

場
合

は
、

既
納

の
使

用
料

の
全

部
又

は
一

部
を

還
付

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
1
)
 

使
用

者
の

責
に

よ
ら

な
い

理
由

の
と

き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。

 

(
1
)
 

使
用

者
の

責
に

よ
ら

な
い

理
由

に
よ

り
、
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
っ

た
と

き
。

 

(
2
)
 

(
略

)
 

(
2
)
 

(
略

)
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(
冷

暖
房

の
使

用
期

間
)
 

第
1
3
条

 
冷

暖
房

の
使

用
期

間
は

、
次

の
各

号
の

と
お

り
と

す
る

。

た
だ

し
、
教

育
委

員
会

が
必

要
と

認
め

た
と

き
は

、
使

用
期

間
を

変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
1
)
 

冷
房

期
間

 
7
月

1
日

か
ら

8
月

3
1
日

ま
で

 

(
2
)
 

暖
房

期
間

 
1
0
月

1
5
日

か
ら

4
月

1
5
日

ま
で

 

〔
削

る
〕

 

(
遵

守
事

項
)
 

(
遵

守
事

項
)
 

第
1
4
条

 
使

用
者

及
び

入
館

者
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

遵

守
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
1
3
条

 
使

用
者

及
び

入
館

者
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

遵

守
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

(
略

)
 

(
1
)
～

(
3
)
 

(
略

)
 

(
4
)
 

許
可

を
受

け
ず

に
物

品
の

販
売

、
又

は
金

品
の

寄
附

、
若

し

く
は

募
金

等
の

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
4
)
 

許
可

を
受

け
ず

に
物

品
の

販
売

、
金

品
の

寄
附

、
募

金
等

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
5
)
～

(
7
)
 

(
略

)
 

(
5
)
～

(
7
)
 

(
略

)
 

(
委

任
)
 

(
委

任
)
 

第
1
5
条

 
(
略

)
 

第
1
4
条

 
(
略

)
 

別
表

 

1
 

公
民

館
設

備
等

使
用

料
 

使
用

器
具

名
 

使
用

料
 

移
動

ス
テ

ー
ジ

 
(
1
台

)
 

1
0
0
円

 

1
6
m
m
フ

ィ
ル

ム
映

写
機

 
(
1
式

)
 

1
,
1
5
0
円

 

別
表

 
公

民
館

設
備

等
使

用
料

 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

萩
野

地
区

公

民
館

 

移
動

ス
テ

ー
ジ

 
1
台

 
1
0
0
円

 

演
台

 
1
台

 
2
0
0
円

 

司
会

者
演

台
 

1
台

 
1
0
0
円
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

演
台

 
(
1
台

)
 

2
0
0
円

 

司
会

者
演

台
 

(
1
台

)
 

1
0
0
円

 

音
響

装
置

(
マ

イ
ク

含
)
 

(
1
式

)
 

1
,
1
5
0
円

 

展
示

用
パ

ネ
ル

 
(
1
枚

)
 

5
0
円

 

(
備

考
)
 

使
用

料
は

、
午

前
・

午
後

・
夜

間
の

各
1
回

と
す

る
。

た
だ

し
、

展
示

用
パ

ネ
ル

に
つ

い
て

は
、

1
日

当
た

り
と

す
る

。
 

2
 

公
民

館
冬

期
暖

房
料

(
萩

野
地

区
公

民
館

は
除

く
。

)
 

器
具

の
種

類
 

金
額

 

気
化

式
強

制
対

流
型

(
ブ

ル
ヒ

ー
タ

ー
型

)
 

(
1
台

)
 

5
6
0
円

 

強
制

通
気

式
自

然
対

流
型

(
サ

ン
ポ

ッ
ト

型
)
 

(
1
台

)
 

5
6
0
円

 

芯
上

下
式

対
流

型
(
エ

ス
エ

ル
型

)
 

(
1
台

)
 

2
7
0
円

 

(
備

考
)
 

使
用

料
は

、
午

前
・

午
後

・
夜

間
の

各
1
回

と
す

る
。

 

音
響

装
置

(
マ

イ
ク

含
む

。
)
 

1
式

 
1
,
1
7
0
円

 

展
示

用
パ

ネ
ル

 
1
枚

 
5
0
円

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
 

1
式

 
1
,
2
7
0
円

 

ス
ク

リ
ー

ン
 

1
本

 
6
3
0
円

 

八
向

地
区

公

民
館

 

石
油

フ
ァ

ン
ヒ

ー
タ

ー
(
大

型
)
 

1
台

 
5
7
0
円

 

石
油

フ
ァ

ン
ヒ

ー
タ

ー
(
小

型
)
 

1
台

 
2
7
0
円

 

備
考

 

 
1
 

使
用

料
は

、
午

前
、
午

後
、
夜

間
の

各
時

間
区

分
1
回

当
た

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
展

示
用

パ
ネ

ル
に

つ
い

て
は

、
1
日

当
た

り
と

す
る

。
 

 
2
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
に

は
、

ス
ク

リ
ー

ン
1
本

を
含

む
も

の
と

す

る
。

 

別
記

様
式

第
1
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
1
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
2
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
2
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
3
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
3
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
4
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
4
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
5
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
5
号

 
(
略

)
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

別
記

様
式

第
6
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
6
号

 
(
略

)
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議案第４７号 

 

   新庄市地域ふれあい交流広場設置及び管理に関する条例施行規則の 

   一部を改正する規則について 

 

 新庄市地域ふれあい交流広場設置及び管理に関する条例施行規則の一部を  

改正する規則を次のように定める。 

 

新庄市地域ふれあい交流広場設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 

新庄市地域ふれあい交流広場設置及び管理に関する条例施行規則（平成２５年

教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条及び第４条中「正副２部」を削る。 

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 
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様式第１号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

使 用 目 的

使 用 期 間

使 用 責 任 者

㎡ 日 円

日 円

合 計 金 額
円

許可番号

年　　月　　日

新庄市教育委員会教育長

上記のとおり使用を許可します。

連絡先
電話番号

新庄市地域ふれあい交流広場使用申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

年　　月　　日

次のとおり使用許可の申請をします。

年　　月　　日（　）　時　　分　～　年　　月　　日（　）　時　　分

（１）業として写真又は映画を撮影する
　　　こと
（２）興業を行うこと
（３）競技会、展示会、博覧会その他こ
　　　れらに類する催し

売店、行商、募金その他これらに類する
行為

氏名

使 用 料
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様式第２号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

変 更 理 由 許 可 番 号

変 更 前 使 用 期 間

変 更 後 使 用 期 間

使 用 責 任 者

㎡ 日 円

日 円

変 更 前 使 用 料
円

許可番号

年　　月　　日

新庄市教育委員会教育長

年　　月　　日

新庄市地域ふれあい交流広場使用変更許可申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

次のとおり使用変更を申請をします。

年　　月　　日（　）　時　　分　～　年　　月　　日（　）　時　　分

追 加 金 額

上記のとおり使用変更を許可します。

年　　月　　日（　）　時　　分　～　年　　月　　日（　）　時　　分

円

氏名
連絡先
電話番号

売店、行商、募金その他これらに類する
行為

（１）業として写真又は映画を撮影する
　　　こと
（２）興業を行うこと
（３）競技会、展示会、博覧会その他こ
　　　れらに類する催し

変 更 後 使 用 料
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様式第３号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

減 免 理 由 許 可 番 号

使 用 期 間

㎡ 日 円

日 円

合 計 金 額
円

確 定 金 額
円

通知番号

年　　月　　日

新庄市教育委員会教育長

年　　月　　日（　）　　時　　分　～　年　　月　　日（　）　　時　　分

年　　月　　日

新庄市地域ふれあい交流広場使用料減免申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

次のとおり使用料の減免を申請をします。

減免率

上記のとおり使用料の減免を決定しましたので、通知します。

使 用 料

売店、行商、募金その他これらに類する
行為

（１）業として写真又は映画を撮影する
　　　こと
（２）興業を行うこと
（３）競技会、展示会、博覧会その他こ
　　　れらに類する催し
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附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

   提案の理由 

 新庄市地域ふれあい交流広場の使用申請及び使用料減免申請について簡素化

を図り所要の見直しを行うため、提案するものである。 
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新
庄

市
地

域
ふ

れ
あ

い
交

流
広

場
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
(
平

成
2
5
年

教
育

委
員

会
規

則
第

3
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(
使

用
の

許
可

申
請

)
 

(
使

用
の

許
可

申
請

)
 

第
2
条

 
条

例
第

3
条

第
1
項

の
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、
新

庄

市
地

域
ふ

れ
あ

い
交

流
広

場
使

用
許

可
申

請
書

(
様

式
第

1
号

)
正

副
2
部

を
新

庄
市

教
育

委
員

会
(
以

下
「

教
育

委
員

会
」

と
い

う
。

)

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
2
条

 
条

例
第

3
条

第
1
項

の
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、
新

庄

市
地

域
ふ

れ
あ

い
交

流
広

場
使

用
許

可
申

請
書

(
様

式
第

1
号

)
 
 
 

 
 
 
 
 
を

新
庄

市
教

育
委

員
会

(
以

下
「

教
育

委
員

会
」

と
い

う
。

)

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

2
 

条
例

第
3
条

第
4
項

の
許

可
を

受
け

た
事

項
を

変
更

し
よ

う
と

す

る
と

き
は

、
新

庄
市

地
域

ふ
れ

あ
い

交
流

広
場

使
用

変
更

許
可

申

請
書

(
様

式
第

2
号

)
正

副
2
部

を
教

育
委

員
会

に
提

出
し

、
許

可
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

2
 

条
例

第
3
条

第
4
項

の
許

可
を

受
け

た
事

項
を

変
更

し
よ

う
と

す

る
と

き
は

、
新

庄
市

地
域

ふ
れ

あ
い

交
流

広
場

使
用

変
更

許
可

申

請
書

(
様

式
第

2
号

)
 
 
 
 
 
 
 
を

教
育

委
員

会
に

提
出

し
、

許
可

を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
使

用
料

の
減

免
申

請
)
 

(
使

用
料

の
減

免
申

請
)
 

第
4
条

 
条

例
第

7
条

第
1
項

の
使

用
料

の
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る

者
は

、
新

庄
市

地
域

ふ
れ

あ
い

交
流

広
場

使
用

料
減

免
申

請
書

(
様

式
第

3
号

)
正

副
2
部

を
教

育
委

員
会

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

第
4
条

 
条

例
第

7
条

第
1
項

の
使

用
料

の
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る

者
は

、
新

庄
市

地
域

ふ
れ

あ
い

交
流

広
場

使
用

料
減

免
申

請
書

(
様

式
第

3
号

)
 
 
 
 
 
 
 
を

教
育

委
員

会
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

様
式

第
1
号

 
(
略

)
 

様
式

第
1
号

 
(
略

)
 

様
式

第
2
号

 
(
略

)
 

様
式

第
2
号

 
(
略

)
 

様
式

第
3
号

 
(
略

)
 

様
式

第
3
号

 
(
略

)
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議案第４８号 

 

   新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例施行規則の一部 

   を改正する規則について 

 

 新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正  

する規則を次のように定める。 

 

新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 

新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例施行規則（平成元年教育  

委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第８条及び第９条を削る。 

第１０条中「６ケ月」を「６月」に改め、同条を第８条とし、第１１条を     

第９条とし、第１２条を第１０条とする。 

第１３条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第１項中「取消そう」

を「取り消そう」に改め、同条第２項中「取消」を「取消し」に改め、同条を    

第１１条とする。 

第１４条中「条例第１１条の規定による付属設備及び備品類並びに第２条  

第５号に規定する活動支援のため設置する備品」を「附属設備及び備品類」に  

改め、同条を第１２条とする。 

第１５条中「第１２条第２項」を「第１０条第２項」に改め、同条を第１３条

とし、第１６条を第１４条とし、第１７条を第１５条とする。 

第１８条を削る。 

第１９条第４号中「又は金品の寄付、若しくは募金等」を「金品の寄附、募金

等」に改め、同条を第１６条とする。 

第２０条を第１７条とし、第２１条を第１８条とする。 

第２２条中「第１０条から第１３条」を「第８条から第１１条」に、「第１４

条及び第１５条」を「第１２条及び第１３条」に、「第１６条」を「第１４条」

に、「第１７条」を「第１５条」に、「第１８条ただし書」を「第１６条ただし

書」に、「第２０条」を「第１８条」に改め、同条を第１９条とし、第２３条を

第２０条とする。 

別表を次のように改める。 

別表 生涯学習センター設備等使用料 
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区分 附属設備等 単位 使用料 

市 民 プ ラ

ザ 

舞 台 関

係 

金屏風 １双 １，７００円 

反射板 １式 １，７００円 

平台 １枚 ２００円 

演台 １台 ９４０円 

司会者用演台 １台 ５３０円 

ピアノ １台 ３，５１０円 

電動椅子 １式 ３，５１０円 

照明装置 １式 ３，５１０円 

センターフォロースポットライト １台 １，１７０円 

音 響 関

係 

拡声装置（大ホール） １式 ２，３４０円 

拡声装置（各室） １式 １，１７０円 

拡声装置（移動式） １台 １，０５０円 

ワイヤレスマイク １本 ５２０円 

ダイナミックマイク １本 １００円 

マイクスタンド １本 １００円 

映 像 関

係 

スライド映写機 １式 １，１７０円 

オーバーヘッドプロジェクター １式 ９４０円 

プロジェクター １式 １，２７０円 

スクリーン １本 ６３０円 

ビデオテープレコーダー １台 ６３０円 

DVDレコーダー １台 ６３０円 

その他 展示用パネル １枚 ５０円 

各室ピアノ １台 １，１７０円 

移動用スポットライト １台 ４１０円 

持ち込み機器 １KWh ２００円 

市民プラザ（ぷらっ

と） 

コピー機（白黒） １枚 １０円 

コピー機（カラーA４判以下） １枚 ５０円 

コピー機（カラーB４判以上） １枚 ８０円 

印刷機 製版１回 ２０円 

１００枚 １００円 

大判プリンタ（４２cm幅） １m ３００円 

大判プリンタ（６１cm幅） １m ４１０円 

大判プリンタ（A２判） １枚 ３００円 
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大判プリンタ（A１判） １枚 ４１０円 

インクジェットプリンタ（A４判） １枚 ２０円 

インクジェットプリンタ（B４判） １枚 ４０円 

製本機（幅２９cm未満） １冊 ２０円 

製本機（幅２９cm以上） １冊 ４０円 

ラミネーター（A４判） １枚 ３０円 

ラミネーター（A３判） １枚 ５０円 

ロッカー（横３０cm、高さ５８cm、

奥行５５cm） 

１台 ２００円 

ロッカー（横３０cm、高さ１７０cm、

奥行５５cm） 

１台 ５２０円 

わ く わ く

新庄 

舞 台 関

係 

多目的ホール舞台装置 １式 １，９４０円 

音 響 関

係 

拡声装置 １式 １，１７０円 

ワイヤレスマイク １本 ５２０円 

ダイナミックマイク １本 １００円 

マイクスタンド １本 １００円 

映 像 関

係 

オーバーヘッドプロジェクター １式 ９４０円 

プロジェクター １式 １，２７０円 

スクリーン １本 ６３０円 

その他 展示用パネル １枚 ５０円 

備考 

１  使用料は、午前、午後、夜間の各時間区分１回当たりとする。ただし、  

展示用パネルについては、１日当たりとする。 

２ 電動椅子の収容人員は、２４０名を超えてはならない。 

３  拡声装置には、ダイナミックマイク１本及びマイクスタンド１本を含む

ものとする。 

４ スライド映写機、オーバーヘッドプロジェクター、プロジェクターには、

スクリーン１本を含むものとする。 

５  コピー機、大型プリンタ、インクジェットプリンタには、印刷用紙を   

含み、両面印刷の場合は、片面を１枚とする。 

６  印刷機の使用料は、１００枚単位とし、それに満たない場合は切り上げ

とする。また、両面印刷の場合は、片面を１枚とする。 

７  大型プリンタの使用料は、１メートル単位とし、それに満たない場合は
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切り上げとする。 

８ ロッカーの使用料は、１月当たりとする。 

別記様式第１号から別記様式第１０号までを次のように改める。 
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別記様式第１号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

使 用 目 的 利用人数

入 場 料 等 の 有 無

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

設備等使用料内訳

そ の 他

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

新庄市教育委員会教育長　宛

新庄市民プラザ・わくわく新庄使用許可申請書

年　　月　　日

入場料等の内容

人

次のとおり使用許可の申請をします。

処理
円

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

□物品の販売等　許可・不許可　　□広告類の掲示　許可・不許可　　□寄附金の募集　許可・不許可

- 46 -



別記様式第２号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

使 用 目 的 利用人数

入 場 料 等 の 有 無

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

設備等使用料内訳

そ の 他

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

入場料等の内容

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

□物品の販売等　許可・不許可　　□広告類の掲示　許可・不許可　　□寄附金の募集　許可・不許可

処理
円

年　　月　　日

新庄市民プラザ・わくわく新庄使用許可書

次のとおり使用を許可します。

人
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別記様式第３号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

変 更 理 由 許可番号

変 更 前 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

変 更 後 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

設備等使用料内訳

変 更 前 金 額
円

確定金額

変 更 後 金 額
円

確定金額

還 付 ・ 追 加 金 額
領 収 証
番 号

円

使 用 時 間

処理
円

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

処理
円

年　　月　　日

新庄市民プラザ・わくわく新庄使用変更許可申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

次のとおり使用変更を申請します。
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別記様式第４号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

変 更 理 由 許可番号

変 更 前 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

変 更 後 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

設備等使用料内訳

変 更 前 金 額
円

確定金額

変 更 後 金 額
円

確定金額

還 付 ・ 追 加 金 額
領 収 証
番 号

円

使 用 時 間

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

処理
円

処理
円

年　　月　　日

新庄市民プラザ・わくわく新庄使用変更許可書

次のとおり使用変更を許可します。
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別記様式第５号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

取 消 理 由 許可番号

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

既 納 金 額
円

還付金額

年　　月　　日

新庄市民プラザ・わくわく新庄使用取消申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

次のとおり使用取消を申請します。

円
領 収 証 番 号

使 用 時 間

処理
円
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別記様式第６号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

取 消 理 由 許可番号

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

既 納 金 額
円

還付金額

使 用 時 間

処理
円

領 収 証 番 号
円

年　　月　　日

新庄市民プラザ・わくわく新庄使用取消許可書

次のとおり使用取消を許可します。
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別記様式第７号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

使 用 目 的 許可番号

免除を受けようと
す る 理 由

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

使 用 時 間

減免
円

年　　月　　日

新庄市民プラザ・わくわく新庄使用料減免申請書

新庄市長　宛

次のとおり使用料の減免を申請します。
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別記様式第８号

通知番号

様

新庄市長

使 用 目 的 許可番号

免除を受けようと
す る 理 由

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

使 用 時 間

減免
円

年　　月　　日

新庄市民プラザ・わくわく新庄使用料減免決定通知書

次のとおり使用料の減免を決定しましたので、通知します。
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別記様式第９号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

還 付 の 理 由

許 可 番 号
円

既納金額

変 更 ・ 取 消
許 可 番 号

円
還付金額

年　　月　　日

新庄市民プラザ・わくわく新庄使用料還付申請書

新庄市長　宛

次のとおり使用料の還付を申請します。

円

確 定 金 額
円

円
確 定 金 額

円
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別記様式第１０号

通知番号

様

新庄市長

還 付 の 理 由

許 可 番 号
円

既納金額

変 更 ・ 取 消
許 可 番 号

円
還付金額確 定 金 額

円 円

年　　月　　日

新庄市民プラザ・わくわく新庄使用料還付決定通知書

次のとおり使用料の還付について、決定しましたので通知します。

確 定 金 額
円 円
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  この規則の公布の際現にこの規則による改正前の新庄市生涯学習センター

設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく使用の許可を受けている

令和２年４月１日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

 

   提案の理由 

 新庄市生涯学習センターの設備等の使用料並びに必要な文言の整理について

所要の見直しを行うため、提案するものである。 
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消

し
)
 

第
1
3
条

 
使

用
者

は
、
セ

ン
タ

ー
の

使
用

を
取

消
そ

う
 
 
と

す
る

と
き

は
、

新
庄

市
民

プ
ラ

ザ
・

わ
く

わ
く

新
庄

使
用

取
消

申
請

書
(
別

記
様

式
第

5
号

)
に

使
用

許
可

書
を

添
え

て
、
す

み
や

か
に

教
育

委
員

会
に

提

出
し

、
そ

の
許

可
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
1
1
条

 
使

用
者

は
、
セ

ン
タ

ー
の

使
用

を
取

り
消

そ
う

と
す

る
と

き

は
、

新
庄

市
民

プ
ラ

ザ
・

わ
く

わ
く

新
庄

使
用

取
消

申
請

書
(
別

記
様

式
第

5
号

)
に

使
用

許
可

書
を

添
え

て
、
す

み
や

か
に

教
育

委
員

会
に

提

出
し

、
そ

の
許

可
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

2
 

教
育

委
員

会
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
取

消
 
 
を

許
可

し
た

と
き

は
、

新
庄

市
民

プ
ラ

ザ
・

わ
く

わ
く

新
庄

使
用

取
消

許
可

書
(
別

記
様

2
 

教
育

委
員

会
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
取

消
し

を
許

可
し

た
と

き

は
、

新
庄

市
民

プ
ラ

ザ
・

わ
く

わ
く

新
庄

使
用

取
消

許
可

書
(
別

記
様
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式
第

6
号

)
を

交
付

す
る

。
 

式
第

6
号

)
を

交
付

す
る

。
 

(
設

備
等

の
使

用
料

)
 

(
設

備
等

の
使

用
料

)
 

第
1
4
条

 
条

例
第

1
1
条

の
規

定
に

よ
る

付
属

設
備

及
び

備
品

類
並

び

に
第

2
条

第
5
号

に
規

定
す

る
活

動
支

援
の

た
め

設
置

す
る

備
品

(
以

下

「
設

備
等

」
と

い
う

。
)
の

使
用

料
は

、
別

表
の

と
お

り
と

す
る

。
 

第
1
2
条

 
附

属
設

備
及

び
備

品
類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
以

下

「
設

備
等

」
と

い
う

。
)
の

使
用

料
は

、
別

表
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
不

足
使

用
料

等
の

徴
収

)
 

(
不

足
使

用
料

等
の

徴
収

)
 

第
1
5
条

 
使

用
許

可
内

容
の

変
更

等
に

よ
り

、
既

に
納

付
し

た
使

用
料

に
不

足
を

生
じ

た
と

き
は

、
第

1
2
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
る

新
庄

市
民

プ
ラ

ザ
・

わ
く

わ
く

新
庄

使
用

変
更

許
可

書
の

交
付

の
際

に
、
そ

の
不

足
額

を
徴

収
す

る
。

 

第
1
3
条

 
使

用
許

可
内

容
の

変
更

等
に

よ
り

、
既

に
納

付
し

た
使

用
料

に
不

足
を

生
じ

た
と

き
は

、
第

1
0
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
る

新
庄

市
民

プ
ラ

ザ
・

わ
く

わ
く

新
庄

使
用

変
更

許
可

書
の

交
付

の
際

に
、
そ

の
不

足
額

を
徴

収
す

る
。

 

(
使

用
料

の
減

免
)
 

(
使

用
料

の
減

免
)
 

第
1
6
条

 
(
略

)
 

第
1
4
条

 
(
略

)
 

(
使

用
料

の
還

付
)
 

(
使

用
料

の
還

付
)
 

第
1
7
条

 
(
略

)
 

第
1
5
条

 
(
略

)
 

(
冷

暖
房

の
使

用
期

間
)
 

第
1
8
条

 
冷

暖
房

の
使

用
期

間
は

、
次

の
各

号
の

と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
教

育
委

員
会

が
必

要
と

認
め

た
と

き
は

、
使

用
期

間
を

変
更

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
1
)
 

冷
房

期
間

 
7
月

1
日

か
ら

8
月

3
1
日

ま
で

 

(
2
)
 

暖
房

期
間

 
1
0
月

1
5
日

か
ら

4
月

1
5
日

ま
で

 

〔
削

る
〕
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(
遵

守
事

項
)
 

(
遵

守
事

項
)
 

第
1
9
条

 
使

用
者

及
び

入
館

者
は

、
セ

ン
タ

ー
の

構
内

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

遵
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
1
6
条

 
使

用
者

及
び

入
館

者
は

、
セ

ン
タ

ー
の

構
内

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

遵
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
～

(
3
)
 

(
略

)
 

(
1
)
～

(
3
)
 

(
略

)
 

(
4
)
 

許
可

を
受

け
ず

に
物

品
の

販
売

、
又

は
金

品
の

寄
付

、
若

し
く

は
募

金
等

の
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

(
4
)
 

許
可

を
受

け
ず

に
物

品
の

販
売

、
金

品
の

寄
附

、
募

金
等

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
の

行
為

を
し

な
い

こ
と

。
 

(
5
)
～

(
7
)
 

(
略

)
 

(
5
)
～

(
7
)
 

(
略

)
 

(
職

員
の

立
入

)
 

(
職

員
の

立
入

)
 

第
2
0
条

 
(
略

)
 

第
1
7
条

 
(
略

)
 

(
破

損
等

の
届

出
)
 

(
破

損
等

の
届

出
)
 

第
2
1
条

 
(
略

)
 

第
1
8
条

 
(
略

)
 

(
読

替
規

定
)
 

(
読

替
規

定
)
 

第
2
2
条

 
条

例
第

1
8
条

の
規

定
に

よ
り

セ
ン

タ
ー

の
管

理
を

指
定

管

理
者

に
行

わ
せ

る
場

合
に

お
い

て
、

第
3
条

中
「

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
職

員
(
指

定
管

理
者

が
管

理
を

行
う

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
該

指
定

管
理

者
の

職
員

)
」

と
、

第
1
0
条

か
ら

第
1
3
条

ま
で

の
規

定
中

「
教

育

委
員

会
」

と
あ

る
の

は
「

指
定

管
理

者
」

と
、

第
1
4
条

及
び

第
1
5
条

中

「
使

用
料

」
と

あ
る

の
は
「

利
用

料
金

」
と

、
第

1
6
条

中
「

使
用

料
の

」

と
あ

る
の

は
「

利
用

料
金

の
」

と
、

「
市

長
」

と
あ

る
の

は
「

指
定

管

理
者

」
と

、
第

1
7
条

の
見

出
し

及
び

同
条

第
1
項

中
「

使
用

料
」
と

あ
る

第
1
9
条

 
条

例
第

1
8
条

の
規

定
に

よ
り

セ
ン

タ
ー

の
管

理
を

指
定

管

理
者

に
行

わ
せ

る
場

合
に

お
い

て
、

第
3
条

中
「

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
職

員
(
指

定
管

理
者

が
管

理
を

行
う

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
該

指
定

管
理

者
の

職
員

)
」

と
、

第
8
条

か
ら

第
1
1
条

 
ま

で
の

規
定

中
「

教
育

委
員

会
」

と
あ

る
の

は
「

指
定

管
理

者
」

と
、

第
1
2
条

及
び

第
1
3
条

中

「
使

用
料

」
と

あ
る

の
は
「

利
用

料
金

」
と

、
第

1
4
条

中
「

使
用

料
の

」

と
あ

る
の

は
「

利
用

料
金

の
」

と
、

「
市

長
」

と
あ

る
の

は
「

指
定

管

理
者

」
と

、
第

1
5
条

の
見

出
し

及
び

同
条

第
1
項

中
「

使
用

料
」
と

あ
る
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の
は

「
利

用
料

金
」

と
、

同
条

第
2
項

中
「

使
用

料
の

」
と

あ
る

の
は

「
利

用
料

金
の

」
と

、
「

教
育

委
員

会
を

経
由

し
て

市
長

」
と

あ
る

の

は
「

指
定

管
理

者
」
と

、
同

条
第

3
項

中
「

市
長

」
と

あ
る

の
は
「

指
定

管
理

者
」
と

、
第

1
8
条

た
だ

し
書

中
「

教
育

委
員

会
」
と

あ
る

の
は
「

指

定
管

理
者

」
と

、
第

2
0
条

中
「

職
員

」
と

あ
る

の
は
「

職
員

(
指

定
管

理

者
が

管
理

を
行

う
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
指

定
管

理
者

の
職

員
)
」

と
、
前

条
中
「

教
育

委
員

会
」
と

あ
る

の
は
「

指
定

管
理

者
」
と

す
る

。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
関

係
す

る
様

式
に

つ
い

て
当

該
読

替
え

を
準

用

す
る

。
 

の
は

「
利

用
料

金
」

と
、

同
条

第
2
項

中
「

使
用

料
の

」
と

あ
る

の
は

「
利

用
料

金
の

」
と

、
「

教
育

委
員

会
を

経
由

し
て

市
長

」
と

あ
る

の

は
「

指
定

管
理

者
」
と

、
同

条
第

3
項

中
「

市
長

」
と

あ
る

の
は
「

指
定

管
理

者
」
と

、
第

1
6
条

た
だ

し
書

中
「

教
育

委
員

会
」
と

あ
る

の
は
「

指

定
管

理
者

」
と

、
第

1
8
条

中
「

職
員

」
と

あ
る

の
は
「

職
員

(
指

定
管

理

者
が

管
理

を
行

う
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
指

定
管

理
者

の
職

員
)
」

と
、
前

条
中
「

教
育

委
員

会
」
と

あ
る

の
は
「

指
定

管
理

者
」
と

す
る

。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
関

係
す

る
様

式
に

つ
い

て
当

該
読

替
え

を
準

用

す
る

。
 

(
委

任
)
 

(
委

任
)
 

第
2
3
条

 
(
略

)
 

第
2
0
条

 
(
略

)
 

別
表

 

新
庄

市
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
設

備
等

使
用

料
 

区
分

 
使

用
器

具
 

使
用

料
 

新
庄

市

民
プ

ラ

ザ
 

舞
台

関

係
 

金
屏

風
 

(
1
双

)
 

1
,
6
7
0
円

 

反
射

板
 

(
1
式

)
 

1
,
6
7
0
円

 

平
台

 
(
1
枚

)
 

2
0
0
円

 

演
台

 
(
1
台

)
 

9
3
0
円

 

司
会

者
用

演
台

 
(
1
台

)
 

5
2
0
円

 

ピ
ア

ノ
 

(
1
台

)
 

3
,
4
5
0
円

 

別
表

 
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
設

備
等

使
用

料
 

区
分

 
附

属
設

備
等

 
単

位
 

使
用

料
 

市
民

プ

ラ
ザ

 

舞
台

関

係
 

金
屏

風
 

1
双

 
1
,
7
0
0
円

 

反
射

板
 

1
式

 
1
,
7
0
0
円

 

平
台

 
1
枚

 
2
0
0
円

 

演
台

 
1
台

 
9
4
0
円

 

司
会

者
用

演
台

 
1
台

 
5
3
0
円

 

ピ
ア

ノ
 

1
台

 
3
,
5
1
0
円

 

電
動

椅
子

 
1
式

 
3
,
5
1
0
円
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電
動

椅
子

 
(
1
式

)
 

3
,
4
5
0
円

 

照
明

装
置

 
(
1
式

)
 

3
,
4
5
0
円

 

セ
ン

タ
ー

フ
ォ

ロ
ー

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
 

(
1
台

)
 

1
,
1
5
0
円

 

音
響

関

係
 

拡
声

装
置

(
大

ホ
ー

ル
)
 

(
1
式

)
 

2
,
3
0
0
円

 

拡
声

装
置

(
各

室
)
 

(
1
式

)
 

1
,
1
5
0
円

 

拡
声

装
置

(
移

動
式

)
 

(
1
台

)
 

1
,
0
3
0
円

 

コ
ン

デ
ン

サ
ー

マ
イ

ク
 

(
1
本

)
 

2
0
0
円

 

ワ
イ

ヤ
レ

ス
マ

イ
ク

 
(
1
本

)
 

5
1
0
円

 

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク
 

(
1
本

)
 

1
0
0
円

 

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
 

(
1
本

)
 

1
0
0
円

 

映
像

関

係
 

1
6
m
m
映

写
機

 
(
1
式

)
 

1
,
6
7
0
円

 

ス
ラ

イ
ド

映
写

機
 

(
1
式

)
 

1
,
1
5
0
円

 

オ
ー

バ
ー

ヘ
ッ

ド
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

 

(
1
式

)
 

9
3
0
円

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
 

(
1
式

)
 

1
,
6
7
0
円

 

ス
ク

リ
ー

ン
 

(
1
本

)
 

6
2
0
円

 

ビ
デ

オ
テ

ー
プ

レ
コ

ー
ダ

ー
 

(
1
台

)
 

6
2
0
円

 

D
V
D
レ

コ
ー

ダ
ー

 
(
1
台

)
 

6
2
0
円

 

そ
の

他
 
展

示
用

パ
ネ

ル
 

(
1
枚

)
 

5
0
円

 

各
室

ピ
ア

ノ
 

(
1
台

)
 

1
,
1
5
0
円

 

照
明

装
置

 
1
式

 
3
,
5
1
0
円

 

セ
ン

タ
ー

フ
ォ

ロ
ー

ス
ポ

ッ

ト
ラ

イ
ト

 

1
台

 
1
,
1
7
0
円

 

音
響

関

係
 

拡
声

装
置

(
大

ホ
ー

ル
)
 

1
式

 
2
,
3
4
0
円

 

拡
声

装
置

(
各

室
)
 

1
式

 
1
,
1
7
0
円

 

拡
声

装
置

(
移

動
式

)
 

1
台

 
1
,
0
5
0
円

 

ワ
イ

ヤ
レ

ス
マ

イ
ク

 
1
本

 
5
2
0
円

 

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク
 

1
本

 
1
0
0
円

 

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
 

1
本

 
1
0
0
円

 

映
像

関

係
 

ス
ラ

イ
ド

映
写

機
 

1
式

 
1
,
1
7
0
円

 

オ
ー

バ
ー

ヘ
ッ

ド
プ

ロ
ジ

ェ

ク
タ

ー
 

1
式

 
9
4
0
円

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
 

1
式

 
1
,
2
7
0
円

 

ス
ク

リ
ー

ン
 

1
本

 
6
3
0
円

 

ビ
デ

オ
テ

ー
プ

レ
コ

ー
ダ

ー
 

1
台

 
6
3
0
円

 

D
V
D
レ

コ
ー

ダ
ー

 
1
台

 
6
3
0
円

 

そ
の

他
 
展

示
用

パ
ネ

ル
 

1
枚

 
5
0
円

 

各
室

ピ
ア

ノ
 

1
台

 
1
,
1
7
0
円

 

移
動

用
ス

ポ
ッ

ト
ラ

イ
ト

 
1
台

 
4
1
0
円

 

持
ち

込
み

機
器

 
1
K
W
h
 

2
0
0
円

 

市
民

プ
ラ

ザ
(
ぷ

コ
ピ

ー
機

(
白

黒
)
 

1
枚

 
1
0
円
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行

 
改

正
後

（
案

）
 

移
動

用
ス

ポ
ッ

ト
ラ

イ
ト

 
(
1
台

)
 

4
1
0
円

 

持
ち

込
み

機
器

 
(
1
K
W
／

h
)
3
0
0
円

 

わ
く

わ

く
新

庄
 舞

台
関

係
 

多
目

的
ホ

ー
ル

舞
台

装
置

 
(
1
式

)
 

1
,
9
1
0
円

 

音
響

関

係
 

拡
声

装
置

 
(
1
式

)
 

1
,
1
5
0
円

 

ワ
イ

ヤ
レ

ス
マ

イ
ク

 
(
1
本

)
 

5
1
0
円

 

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク
 

(
1
本

)
 

1
0
0
円

 

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
 

(
1
本

)
 

1
0
0
円

 

映
像

関

係
 

オ
ー

バ
ー

ヘ
ッ

ド
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

 

(
1
式

)
 

9
3
0
円

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
 

(
1
式

)
 

1
,
6
7
0
円

 

ス
ク

リ
ー

ン
 

(
1
本

)
 

6
2
0
円

 

そ
の

他
 
展

示
用

パ
ネ

ル
 

(
1
枚

)
 

5
0
円

 

(
備

考
)
 

 
1
 

使
用

料
は

、
午

前
・

午
後

・
夜

間
の

各
1
回

と
す

る
。

た
だ

し
、

展
示

用
パ

ネ
ル

に
つ

い
て

は
、

1
日

当
た

り
と

す
る

。
 

 
2
 

ピ
ア

ノ
の

調
律

料
は

別
途

と
す

る
。

 

 
3
 

電
動

椅
子

の
収

容
人

員
は

、
2
4
0
名

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 

 
4
 

拡
声

装
置

に
は

、
ダ

イ
ナ

ミ
ッ

ク
マ

イ
ク

1
本

及
び

マ
イ

ク
ス

タ

ン
ド

1
本

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

 
5
 

1
6
m
m
映

写
機

、
ス

ラ
イ

ド
映

写
機

、
オ

ー
バ

ー
ヘ

ッ
ド

プ
ロ

ジ

ら
っ

と
)
 

コ
ピ

ー
機

(
カ

ラ
ー

A
4
判

以

下
)
 

1
枚

 
5
0
円

 

コ
ピ

ー
機

(
カ

ラ
ー

B
4
判

以

上
)
 

1
枚

 
8
0
円

 

印
刷

機
 

製
版

1
回

 
2
0
円

 

1
0
0
枚

 
1
0
0
円

 

大
判

プ
リ

ン
タ

(
4
2
c
m
幅

)
 

1
m
 

3
0
0
円

 

大
判

プ
リ

ン
タ

(
6
1
c
m
幅

)
 

1
m
 

4
1
0
円

 

大
判

プ
リ

ン
タ

(
A
2
判

)
 

1
枚

 
3
0
0
円

 

大
判

プ
リ

ン
タ

(
A
1
判

)
 

1
枚

 
4
1
0
円

 

イ
ン

ク
ジ

ェ
ッ

ト
プ

リ
ン

タ

(
A
4
判

)
 

1
枚

 
2
0
円

 

イ
ン

ク
ジ

ェ
ッ

ト
プ

リ
ン

タ

(
B
4
判

)
 

1
枚

 
4
0
円

 

製
本

機
(
幅

2
9
c
m
未

満
)
 

1
冊

 
2
0
円

 

製
本

機
(
幅

2
9
c
m
以

上
)
 

1
冊

 
4
0
円

 

ラ
ミ

ネ
ー

タ
ー

(
A
4
判

)
 

1
枚

 
3
0
円

 

ラ
ミ

ネ
ー

タ
ー

(
A
3
判

)
 

1
枚

 
5
0
円

 

ロ
ッ

カ
ー

(
横

3
0
c
m
、

高
さ

5
8
c

m
、

奥
行

5
5
c
m
)
 

1
台

 
2
0
0
円

 

ロ
ッ

カ
ー

(
横

3
0
c
m
、

高
さ

1
7
0

1
台

 
5
2
0
円
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

ェ
ク

タ
ー

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

に
は

、
ス

ク
リ

ー
ン

1
本

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

区
分

 
使

用
器

具
 

使
用

料
 

新
庄

市
民

プ
ラ

ザ
 

コ
ピ

ー
機

(
白

黒
)
 

(
1
枚

)
 

1
0
円

 

コ
ピ

ー
機

(
カ

ラ
ー

A
4
判

以
下

)
 

(
1
枚

)
 

5
0
円

 

コ
ピ

ー
機

(
カ

ラ
ー

B
4
判

以
上

)
 

(
1
枚

)
 

8
0
円

 

印
刷

機
 

(
製

版
1
回

)
 

2
0
円

 

(
1
0
0
枚

)
 

1
0
0
円

 

大
判

プ
リ

ン
タ

(
4
2
c
m
幅

)
 

(
1
m
)
 

3
0
0
円

 

大
判

プ
リ

ン
タ

(
6
1
c
m
幅

)
 

(
1
m
)
 

4
1
0
円

 

大
判

プ
リ

ン
タ

(
A
2
判

)
 

(
1
枚

)
 

3
0
0
円

 

大
判

プ
リ

ン
タ

(
A
1
判

)
 

(
1
枚

)
 

4
1
0
円

 

イ
ン

ク
ジ

ェ
ッ

ト
プ

リ
ン

タ
(
A
4
判

)
 
(
1
枚

)
 

2
0
円

 

イ
ン

ク
ジ

ェ
ッ

ト
プ

リ
ン

タ
(
B
4
判

)
 
(
1
枚

)
 

4
0
円

 

製
本

機
(
幅

2
9
c
m
未

満
)
 

(
1
冊

)
 

2
0
円

 

製
本

機
(
幅

2
9
c
m
以

上
)
 

(
1
冊

)
 

4
0
円

 

ラ
ミ

ネ
ー

タ
ー

(
A
4
判

)
 

(
1
枚

)
 

3
0
円

 

ラ
ミ

ネ
ー

タ
ー

(
A
3
判

)
 

(
1
枚

)
 

5
0
円

 

ロ
ッ

カ
ー

 

(
横

3
0
c
m
、

高
さ

5
8
c
m
、

奥
行

5
5
c
m
)
 

(
1
台

)
 

2
0
0
円

 

ロ
ッ

カ
ー

 
(
1
台

)
 

5
1
0
円

 

c
m
、

奥
行

5
5
c
m
)
 

わ
く

わ

く
新

庄
 舞

台
関

係
 

多
目

的
ホ

ー
ル

舞
台

装
置

 
1
式

 
1
,
9
4
0
円

 

音
響

関

係
 

拡
声

装
置

 
1
式

 
1
,
1
7
0
円

 

ワ
イ

ヤ
レ

ス
マ

イ
ク

 
1
本

 
5
2
0
円

 

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク
 

1
本

 
1
0
0
円

 

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
 

1
本

 
1
0
0
円

 

映
像

関

係
 

オ
ー

バ
ー

ヘ
ッ

ド
プ

ロ
ジ

ェ

ク
タ

ー
 

1
式

 
9
4
0
円

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
 

1
式

 
1
,
2
7
0
円

 

ス
ク

リ
ー

ン
 

1
本

 
6
3
0
円

 

そ
の

他
 
展

示
用

パ
ネ

ル
 

1
枚

 
5
0
円

 

備
考

 

 
1
 

使
用

料
は

、
午

前
、

午
後

、
夜

間
の

各
時

間
区

分
1
回

当
た

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
展

示
用

パ
ネ

ル
に

つ
い

て
は

、
1
日

当
た

り
と

す

る
。

 

 
2
 

電
動

椅
子

の
収

容
人

員
は

、
2
4
0
名

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 

 
3
 

拡
声

装
置

に
は

、
ダ

イ
ナ

ミ
ッ

ク
マ

イ
ク

1
本

及
び

マ
イ

ク
ス

タ

ン
ド

1
本

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

 
4
 

ス
ラ

イ
ド

映
写

機
、

オ
ー

バ
ー

ヘ
ッ

ド
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

に
は

、
ス

ク
リ

ー
ン

1
本

を
含

む
も

の
と

す
る

。
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(
横

3
0
c
m
、

高
さ

1
7
0
c
m
、

奥
行

5
5
c
m
)
 

(
備

考
)
 

 
1
 

コ
ピ

ー
機

、
大

型
プ

リ
ン

タ
、

イ
ン

ク
ジ

ェ
ッ

ト
プ

リ
ン

タ
に

は
、
印

刷
用

紙
を

含
み

、
両

面
印

刷
の

場
合

、
片

面
を

1
枚

と
す

る
。
 

 
2
 

印
刷

機
の

使
用

料
は

、
1
0
0
枚

単
位

と
し

、
そ

れ
に

満
た

な
い

場

合
は

切
り

上
げ

と
す

る
。
ま

た
、
両

面
印

刷
の

場
合

、
片

面
を

1
枚

と
す

る
。

 

 
3
 

大
型

プ
リ

ン
タ

の
使

用
料

は
、

1
m
単

位
と

し
、

そ
れ

に
満

た
な

い
場

合
は

切
り

上
げ

と
す

る
。

 

 
4
 

ロ
ッ

カ
ー

の
使

用
料

は
、

1
ヶ

月
当

た
り

と
す

る
。

 

 
5
 

コ
ピ

ー
機

、
大

型
プ

リ
ン

タ
、

イ
ン

ク
ジ

ェ
ッ

ト
プ

リ
ン

タ
に

は
、
印

刷
用

紙
を

含
み

、
両

面
印

刷
の

場
合

は
、
片

面
を

1
枚

と
す

る
。

 

 
6
 

印
刷

機
の

使
用

料
は

、
1
0
0
枚

単
位

と
し

、
そ

れ
に

満
た

な
い

場

合
は

切
り

上
げ

と
す

る
。
ま

た
、
両

面
印

刷
の

場
合

は
、
片

面
を

1

枚
と

す
る

。
 

 
7
 

大
型

プ
リ

ン
タ

の
使

用
料

は
、

1
メ

ー
ト

ル
単

位
と

し
、
そ

れ
に

満
た

な
い

場
合

は
切

り
上

げ
と

す
る

。
 

 
8
 

ロ
ッ

カ
ー

の
使

用
料

は
、

1
月

当
た

り
と

す
る

。
 

別
記

様
式

第
1
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
1
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
2
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
2
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
3
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
3
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
4
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
4
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
5
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
5
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
6
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
6
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
7
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
7
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
8
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
8
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
9
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
9
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
1
0
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
1
0
号

 
(
略

)
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議案第４９号 

 

   新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を 

   改正する規則について 

 

 新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する  

規則を次のように定める。 

 

新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

 

新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例施行規則（平成９年教育委員会

規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２２条の規定に基づき、条例」を削る。 

第９条第１項中「６カ月前」を「６月前」に改める。 

第１３条中「付属設備」を「附属設備」に改め、「雪の里情報館設備等使用料」

を削る。 

第１４条中「第１３条第２項」を「第１１条第２項」に改める。 

第１７条を削る。 

第１８条第４号中「寄付又は募金等」を「寄附、募金等」に改め、同条を     

第１７条とする。 

第１９条を第１８条とする。 

第２０条中「付属設備又は展示品等を損傷、汚損又は」を「附属設備、展示品

等を損傷し、汚損し、又は」に改め、同条を第１９条とし、第２１条を第２０条

とする。 

第２２条中「第１７条及び第２０条」を「及び第１９条」に、「、第１６条、

第１７条中」を「及び第１６条中」に、「第１９条中」を「第１８条中」に改め、

同条を第２１条とし、第２３条を第２２条とする。 

別表を次のように改める。 

別表 雪の里情報館設備等使用料 

区分 単位 使用料 

拡声装置 １式 １，１７０円 

ワイヤレスマイク １本 ５２０円 

ダイナミックマイク １本 １００円 
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マイクスタンド １本 １００円 

プロジェクター １式 １，２７０円 

スクリーン １本 ６３０円 

備考 

１ 使用料は、午前、午後、夜間の各時間区分１回当たりとする。 

２  拡声装置には、ダイナミックマイク１本及びマイクスタンド１本を含む

ものとする。 

３ プロジェクターには、スクリーン１本を含むものとする。 

別記様式第１号から別記様式第１０号までを次のように改める。 
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別記様式第１号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

使 用 目 的 利用人数

入 場 料 等 の 有 無

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

設備等使用料内訳

そ の 他

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

新庄市教育委員会教育長　宛

雪の里情報館使用許可申請書

年　　月　　日

入場料等の内容

人

次のとおり使用許可の申請します。

処理
円

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

□物品の販売等　許可・不許可　　□広告類の掲示　許可・不許可　　□寄附金の募集　許可・不許可
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別記様式第２号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

使 用 目 的 利用人数

入 場 料 等 の 有 無

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

設備等使用料内訳

そ の 他

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

入場料等の内容

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

□物品の販売等　許可・不許可　　□広告類の掲示　許可・不許可　　□寄附金の募集　許可・不許可

処理
円

年　　月　　日

新庄市雪の里情報館使用許可書

次のとおり使用を許可します。

人
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別記様式第３号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

変 更 理 由 許可番号

変 更 前 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

変 更 後 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

設備等使用料内訳

変 更 前 金 額
円

確定金額

変 更 後 金 額
円

確定金額

還 付 ・ 追 加 金 額
領 収 証
番 号

円

使 用 時 間

処理
円

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

処理
円

年　　月　　日

新庄市雪の里情報館使用変更許可申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

次のとおり使用変更を申請します。
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別記様式第４号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

変 更 理 由 許可番号

変 更 前 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

変 更 後 使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

設備等使用料内訳

変 更 前 金 額
円

確定金額

変 更 後 金 額
円

確定金額

還 付 ・ 追 加 金 額
領 収 証
番 号

円

使 用 時 間

使 用 時 間

　別紙　有　・　無

処理
円

処理
円

年　　月　　日

新庄市雪の里情報館使用変更許可書

次のとおり使用変更を許可します。
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別記様式第５号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

取 消 理 由 許可番号

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

既 納 金 額
円

還付金額

年　　月　　日

新庄市雪の里情報館使用取消申請書

新庄市教育委員会教育長　宛

次のとおり使用取消を申請します。

円
領 収 証 番 号

使 用 時 間

処理
円
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別記様式第６号

許可番号

様

新庄市教育委員会教育長

取 消 理 由 許可番号

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

既 納 金 額
円

還付金額

使 用 時 間

処理
円

領 収 証 番 号
円

年　　月　　日

新庄市雪の里情報館使用取消許可書

次のとおり使用取消を許可します。
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別記様式第７号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

使 用 目 的 許可番号

免除を受けようと
す る 理 由

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

使 用 時 間

減免
円

年　　月　　日

新庄市雪の里情報館使用料減免申請書

新庄市長　宛

次のとおり使用料の減免を申請します。
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別記様式第８号

通知番号

様

新庄市長

使 用 目 的 許可番号

免除を受けようと
す る 理 由

使 用 日 室 名
各 室
使 用 料

冷 暖 房
使 用 料

設 備 等
使 用 料

加 算 額 計

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

年　 月 　日(　 ) ～
円 円 円 円 円

合 計 金 額
円

確定金額

備 考
領 収 証
番 号

使 用 時 間

減免
円

年　　月　　日

新庄市雪の里情報館使用料減免決定通知書

次のとおり使用料の減免を決定しましたので、通知します。
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別記様式第９号

受付番号

申請者

団体名

住所

氏名 電話

還 付 の 理 由

許 可 番 号
円

既納金額

変 更 ・ 取 消
許 可 番 号

円
還付金額

年　　月　　日

新庄市雪の里情報館使用料還付申請書

新庄市長　宛

次のとおり使用料の還付を申請します。

円

確 定 金 額
円

円
確 定 金 額

円
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別記様式第１０号

通知番号

様

新庄市長

還 付 の 理 由

許 可 番 号
円

既納金額

変 更 ・ 取 消
許 可 番 号

円
還付金額確 定 金 額

円 円

年　　月　　日

新庄市雪の里情報館使用料還付決定通知書

次のとおり使用料の還付について、決定しましたので通知します。

確 定 金 額
円 円
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使

用料については、なお従前の例による。 

 

 

   提案の理由 

 雪の里情報館の設備等の使用料並びに必要な文言の整理に ついて所要の  

見直しを行うため、提案するものである。 
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新
庄

市
雪

の
里

情
報

館
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
(
平

成
9
年

教
育

委
員

会
規

則
第

1
3
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(
趣

旨
)
 

(
趣

旨
)
 

第
1
条

 
こ

の
規

則
は

、
雪

の
里

情
報

館
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
(
平

成
9
年

条
例

第
3
1
号

。
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
)
第

2
2
条

の

規
定

に
基

づ
き

、
条

例
の

施
行

に
関

し
、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も

の
と

す
る

。
 

第
1
条

 
こ

の
規

則
は

、
雪

の
里

情
報

館
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
(
平

成
9
年

条
例

第
3
1
号

。
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

施
行

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る

も
の

と
す

る
。

 

(
使

用
の

許
可

申
請

)
 

(
使

用
の

許
可

申
請

)
 

第
9
条

 
条

例
第

7
条

第
1
項

の
規

定
に

基
づ

く
許

可
申

請
は

、
雪

の
里

情
報

館
使

用
許

可
申

請
書

(
別

記
様

式
第

1
号

)
に

よ
り

、
使

用
開

始

日
の

6
カ

月
前

か
ら

3
日

前
ま

で
に

教
育

委
員

会
に

提
出

し
て

行
な

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
教

育
委

員
会

が
特

に
必

要
と

認

め
る

と
き

は
、

こ
の

期
間

に
よ

ら
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 

第
9
条

 
条

例
第

7
条

第
1
項

の
規

定
に

基
づ

く
許

可
申

請
は

、
雪

の
里

情
報

館
使

用
許

可
申

請
書

(
別

記
様

式
第

1
号

)
に

よ
り

、
使

用
開

始

日
の

6
月

前
 
 
か

ら
3
日

前
ま

で
に

教
育

委
員

会
に

提
出

し
て

行
な

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し

、
教

育
委

員
会

が
特

に
必

要
と

認

め
る

と
き

は
、

こ
の

期
間

に
よ

ら
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

 

2
 

(
略

)
 

2
 

(
略

)
 

(
設

備
等

の
使

用
料

)
 

(
設

備
等

の
使

用
料

)
 

第
1
3
条

 
条

例
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
る

付
属

設
備

及
び

備
品

類
(
以

下
「

設
備

等
」

と
い

う
。

)
の

使
用

料
は

、
別

表
雪

の
里

情
報

館
設

備
等

使
用

料
の

と
お

り
と

す
る

。
 

第
1
3
条

 
条

例
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
る

附
属

設
備

及
び

備
品

類
(
以

下
「

設
備

等
」

と
い

う
。

)
の

使
用

料
は

、
別

表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
不

足
使

用
料

等
の

徴
収

)
 

(
不

足
使

用
料

等
の

徴
収

)
 

第
1
4
条

 
使

用
許

可
内

容
の

変
更

等
に

よ
り

、
既

に
納

付
し

た
使

用

料
に

不
足

を
生

じ
た

と
き

は
、
第

1
3
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
る

雪
の

第
1
4
条

 
使

用
許

可
内

容
の

変
更

等
に

よ
り

、
既

に
納

付
し

た
使

用

料
に

不
足

を
生

じ
た

と
き

は
、
第

1
1
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
る

雪
の
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

里
情

報
館

使
用

変
更

許
可

書
の

交
付

の
際

に
、

そ
の

不
足

分
を

徴

収
す

る
。

 

里
情

報
館

使
用

変
更

許
可

書
の

交
付

の
際

に
、

そ
の

不
足

分
を

徴

収
す

る
。

 

(
冷

暖
房

の
使

用
期

間
)
 

第
1
7
条

 
冷

暖
房

の
使

用
期

間
は

、
次

の
各

号
の

と
お

り
と

す
る

。

た
だ

し
、
教

育
委

員
会

が
必

要
と

認
め

た
と

き
は

、
使

用
期

間
を

変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

(
1
)
 

冷
房

期
間

 
7
月

1
日

か
ら

8
月

3
1
日

ま
で

 

(
2
)
 

暖
房

期
間

 
1
0
月

1
5
日

か
ら

4
月

1
5
日

ま
で

 

〔
削

る
〕

 

(
遵

守
事

項
)
 

(
遵

守
事

項
)
 

第
1
8
条

 
使

用
者

及
び

入
館

者
は

、
情

報
館

の
構

内
に

お
い

て
、

次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

遵
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
1
7
条

 
使

用
者

及
び

入
館

者
は

、
情

報
館

の
構

内
に

お
い

て
、

次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
を

遵
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
～

(
3
)
 

(
略

)
 

(
1
)
～

(
3
)
 

(
略

)
 

(
4
)
 

許
可

を
受

け
ず

に
物

品
の

販
売

、
金

品
の

寄
付

又
は

募
金

等

の
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

(
4
)
 

許
可

を
受

け
ず

に
物

品
の

販
売

、
金

品
の

寄
附

、
募

金
等

 
 

の
行

為
を

し
な

い
こ

と
。

 

(
5
)
～

(
7
)
 

(
略

)
 

(
5
)
～

(
7
)
 

(
略

)
 

(
職

員
の

立
入

)
 

(
職

員
の

立
入

)
 

第
1
9
条

 
(
略

)
 

第
1
8
条

 
(
略

)
 

(
破

損
等

の
届

出
)
 

(
破

損
等

の
届

出
)
 

第
2
0
条

 
情

報
館

の
施

設
、

付
属

設
備

又
は

展
示

品
等

を
損

傷
、

汚

損
又

は
 
 
 
滅

失
し

た
者

は
、
直

ち
に

そ
の

旨
を

教
育

委
員

会
に

届

第
1
9
条

 
情

報
館

の
施

設
、

附
属

設
備

、
展

示
品

等
を

損
傷

し
、

汚

損
し

、
又

は
滅

失
し

た
者

は
、
直

ち
に

そ
の

旨
を

教
育

委
員

会
に

届
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
資

料
の

寄
託

)
 

(
資

料
の

寄
託

)
 

第
2
1
条

 
(
略

)
 

第
2
0
条

 
(
略

)
 

(
適

用
)
 

(
適

用
)
 

第
2
2
条

 
条

例
第

2
2
条

の
規

定
に

よ
り

、
指

定
管

理
者

が
情

報
館

の

管
理

を
行

う
場

合
の

第
3
条

、
第

9
条

か
ら

第
1
2
条

ま
で

、
第

1
6
条

、

第
1
7
条

及
び

第
2
0
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

第
3
条

中
「

職

員
」

と
あ

る
の

は
「

職
員

(
指

定
管

理
者

が
管

理
を

行
う

場
合

に
あ

つ
て

は
、
当

該
指

定
管

理
者

の
職

員
)
」
と

、
第

9
条

か
ら

第
1
2
条

ま

で
、
第

1
6
条

、
第

1
7
条

中
「

教
育

委
員

会
」
と

あ
る

の
は
「

指
定

管

理
者

」
と

、
第

1
9
条

中
「

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
職

員
(
指

定
管

理

者
が

管
理

を
行

う
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
指

定
管

理
者

の
職

員
)
」

と
す

る
。

 

第
2
1
条

 
条

例
第

2
2
条

の
規

定
に

よ
り

、
指

定
管

理
者

が
情

報
館

の

管
理

を
行

う
場

合
の

第
3
条

、
第

9
条

か
ら

第
1
2
条

ま
で

、
第

1
6
条

、

及
び

第
1
9
条

 
 
 
 
 
 
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
第

3
条

中
「

職

員
」

と
あ

る
の

は
「

職
員

(
指

定
管

理
者

が
管

理
を

行
う

場
合

に
あ

つ
て

は
、
当

該
指

定
管

理
者

の
職

員
)
」
と

、
第

9
条

か
ら

第
1
2
条

ま

で
及

び
第

1
6
条

中
 
 
 
 
 
「

教
育

委
員

会
」

と
あ

る
の

は
「

指
定

管

理
者

」
と

、
第

1
8
条

中
「

職
員

」
と

あ
る

の
は

「
職

員
(
指

定
管

理

者
が

管
理

を
行

う
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
指

定
管

理
者

の
職

員
)
」

と
す

る
。

 

(
委

任
)
 

(
委

任
)
 

第
2
3
条

 
(
略

)
 

第
2
2
条

 
(
略

)
 

別
表

 雪
の

里
情

報
館

設
備

等
使

用
料

 

使
用

器
具

 
使

用
料

 

拡
声

装
置

 
(
1
式

)
 

1
,
1
5
0
円

 

ワ
イ

ヤ
レ

ス
マ

イ
ク

 
(
1
本

)
 

5
1
0
円

 

別
表

雪
の

里
情

報
館

設
備

等
使

用
料

 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

拡
声

装
置

 
1
式

 
1
,
1
7
0
円

 

ワ
イ

ヤ
レ

ス
マ

イ
ク

 
1
本

 
5
2
0
円

 

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク
 

1
本

 
1
0
0
円
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク
 

(
1
本

)
 

1
0
0
円

 

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
 

(
1
本

)
 

1
0
0
円

 

オ
ー

バ
ー

ヘ
ッ

ド
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

 
(
1
台

)
 

9
3
0
円

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
 

(
1
台

)
 

1
,
6
7
0
円

 

ス
ラ

イ
ド

映
写

機
 

(
1
式

)
 

9
3
0
円

 

カ
セ

ッ
ト

付
き

C
D
プ

レ
ー

ヤ
ー

 
(
1
台

)
 

9
3
0
円

 

ス
ク

リ
ー

ン
 

(
1
本

)
 

6
2
0
円

 

(
備

考
)
 

 
1
 

使
用

料
は

、
午

前
・

午
後

・
夜

間
の

各
1
回

と
す

る
。

 

2
 

拡
声

装
置

に
は

、
ダ

イ
ナ

ミ
ッ

ク
マ

イ
ク

1
本

及
び

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
1
本

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

3
 

オ
ー

バ
ー

ヘ
ッ

ド
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

、
ス

ラ
イ

ド
映

写
機

に
は

、
ス

ク
リ

ー
ン

1
本

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
 

1
本

 
1
0
0
円

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
 

1
式

 
1
,
2
7
0
円

 

ス
ク

リ
ー

ン
 

1
本

 
6
3
0
円

 

備
考

 

 
1
 

使
用

料
は

、
午

前
、

午
後

、
夜

間
の

各
時

間
区

分
1
回

当
た

り

と
す

る
。

 

 
2
 

拡
声

装
置

に
は

、
ダ

イ
ナ

ミ
ッ

ク
マ

イ
ク

1
本

及
び

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
1
本

を
含

む
も

の
と

す
る

。
 

 
3
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
に

は
、

ス
ク

リ
ー

ン
1
本

を
含

む
も

の
と

す

る
。

 

別
記

様
式

第
1
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
1
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
2
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
2
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
3
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
3
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
4
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
4
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
5
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
5
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
6
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
6
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
7
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
7
号

 
(
略

)
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行
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正
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（
案

）
 

別
記

様
式

第
8
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
8
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
9
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
9
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
1
0
号

 
(
略

)
 

別
記

様
式

第
1
0
号

 
(
略

)
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議案第５０号 

 

   新庄市体育施設等管理使用規則の一部を改正する規則について 

 

 新庄市体育施設等管理使用規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

新庄市体育施設等管理使用規則の一部を改正する規則 

 

新庄市体育施設等管理使用規則（昭和５２年教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項第２号中「及びステージ」を削り、同条第２項ただし書中「新庄

市民スキー場付属施設」を「新庄市民スキー場附属施設」に改める。 

第３条第３項第６号中「新庄市民スキー場付属施設の付帯設備」を「新庄市民

スキー場附属施設の附帯設備」に改める。 

第１４条の見出し及び同条第１項中「新庄市民スキー場付属施設」を「新庄市

民スキー場附属施設」に改める。 

第１５条第４項を次のように改める。 

４ 体育施設等の附属設備等の使用料は、別表第１から別表第６までに定める額

とする。 

第１５条第５項から第９項までを削る。 

別表第１を削り、別表第２を別表第１とする。 

別表第３中「市民球場付帯設備使用料」を「市民球場附帯設備使用料」に改め、

同表温水シャワーの部中「３００円」を「６００円」に、「５０円」を「１００

円」に改め、同表を別表第２とし、別表第４を別表第３とし、同表を次のように

改める。 

別表第３ 山屋セミナーハウス冷暖房使用料 

区分 午前 午後 夜間 全日 

9時～12時 13時～17時 18時～21時 9時～21時 

冷房 研修室 520円 620円 520円 1,660円 

多目的ホール 720円 930円 720円 2,380円 

暖房 研修室 620円 830円 620円 2,080円 

多目的ホール 930円 1,250円 930円 3,130円 

屋内運動場 角型赤外線暖房機 1台1時間につき300円 

別表第５中「市民スキー場付属施設の付帯設備使用料」を「市民スキー場附属
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施設の附帯設備使用料」に、「５０円」を「１００円」に改め、同表を別表第４

とし、別表第６を別表第５とする。 

別表第７中「５００円」を「５１０円」に改め、同表を別表第６とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表第１から別表第６までの規定は、この規則の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の使用に係る使用料について適用し、

施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

 

   提案の理由 

 新庄市体育施設等の附属設備等の使用料並びに必要な文言の整理について  

所要の見直しを行うため、提案するものである。 
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新
庄

市
体

育
施

設
等

管
理

使
用

規
則

(
昭

和
5
2
年

教
育

委
員

会
規

則
第

1
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

(
体

育
施

設
等

の
管

理
)
 

(
体

育
施

設
等

の
管

理
)
 

第
2
条

 
こ

の
規

則
に

お
い

て
「

体
育

施
設

等
」
と

は
、
次

の
各

号
に

定
め

る
施

設
を

い
う

。
 

第
2
条

 
こ

の
規

則
に

お
い

て
「

体
育

施
設

等
」
と

は
、
次

の
各

号
に

定
め

る
施

設
を

い
う

。
 

(
1
)
 

(
略

)
 

(
1
)
 

(
略

)
 

(
2
)
 

新
庄

市
都

市
公

園
条

例
(
昭

和
3
4
年

条
例

第
1
5
号

)
別

表
第

2

に
掲

げ
る

有
料

公
園

施
設

(
資

料
館

及
び

ス
テ

ー
ジ

を
除

く
。

)
 

(
2
)
 

新
庄

市
都

市
公

園
条

例
(
昭

和
3
4
年

条
例

第
1
5
号

)
別

表
第

2

に
掲

げ
る

有
料

公
園

施
設

(
資

料
館

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を

除
く

。
)
 

2
 

体
育

施
設

等
の

管
理

運
営

は
、

新
庄

市
教

育
委

員
会

(
以

下
「

教

育
委

員
会

」
と

い
う

。
)
が

掌
理

す
る

。
た

だ
し

、
新

庄
市

民
ス

キ

ー
場

付
属

施
設

の
管

理
運

営
に

係
る

事
務

は
、
地

方
自

治
法

(
昭

和

2
2
年

法
律

第
6
7
号

)
第

1
8
0
条

の
7
の

規
定

に
よ

る
協

議
に

基
づ

き
、

第
1
4
条

に
規

定
す

る
使

用
期

間
に

限
り

、
新

庄
市

農
林

課
長

に
委

任
す

る
。

 

2
 

体
育

施
設

等
の

管
理

運
営

は
、

新
庄

市
教

育
委

員
会

(
以

下
「

教

育
委

員
会

」
と

い
う

。
)
が

掌
理

す
る

。
た

だ
し

、
新

庄
市

民
ス

キ

ー
場

附
属

施
設

の
管

理
運

営
に

係
る

事
務

は
、
地

方
自

治
法

(
昭

和

2
2
年

法
律

第
6
7
号

)
第

1
8
0
条

の
7
の

規
定

に
よ

る
協

議
に

基
づ

き
、

第
1
4
条

に
規

定
す

る
使

用
期

間
に

限
り

、
新

庄
市

農
林

課
長

に
委

任
す

る
。

 

(
使

用
の

手
続

き
)
 

(
使

用
の

手
続

き
)
 

第
3
条

 
(
略

)
 

第
3
条

 
(
略

)
 

2
 

(
略

)
 

2
 

(
略

)
 

3
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

施
設

を
個

人
使

用
し

よ
う

と
す

る
者

は
、
当

該
各

号
に

掲
げ

る
利

用
券

を
購

入
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

3
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

施
設

を
個

人
使

用
し

よ
う

と
す

る
者

は
、
当

該
各

号
に

掲
げ

る
利

用
券

を
購

入
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
1
)
～

(
5
)
 

(
略

)
 

(
1
)
～

(
5
)
 

(
略

)
 

(
6
)
 

新
庄

市
民

ス
キ

ー
場

付
属

施
設

の
付

帯
設

備
 

温
水

シ
ャ

(
6
)
 

新
庄

市
民

ス
キ

ー
場

附
属

施
設

の
附

帯
設

備
 

温
水

シ
ャ
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現
行

 
改
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後

（
案

）
 

ワ
ー

利
用

券
(
様

式
第

1
1
号

)
 

ワ
ー

利
用

券
(
様

式
第

1
1
号

)
 

(
7
)
 

(
略

)
 

(
7
)
 

(
略

)
 

(
新

庄
市

民
ス

キ
ー

場
付

属
施

設
の

使
用

期
間

等
)
 

(
新

庄
市

民
ス

キ
ー

場
附

属
施

設
の

使
用

期
間

等
)
 

第
1
4
条

 
新

庄
市

民
ス

キ
ー

場
付

属
施

設
の

使
用

期
間

、
休

場
日

及

び
使

用
時

間
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

第
1
4
条

 
新

庄
市

民
ス

キ
ー

場
附

属
施

設
の

使
用

期
間

、
休

場
日

及

び
使

用
時

間
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(
略

)
 

(
略

)
 

2
 

(
略

)
 

2
 

(
略

)
 

(
使

用
料

)
 

(
使

用
料

)
 

第
1
5
条

 
(
略

)
 

第
1
5
条

 
(
略

)
 

2
・

3
 

(
略

)
 

2
・

3
 

(
略

)
 

4
 

新
庄

市
体

育
館

の
暖

房
器

具
使

用
料

は
、

別
表

第
2
に

定
め

る
額

と
す

る
。

 

4
 

体
育

施
設

等
の

附
属

設
備

等
の

使
用

料
は

、
別

表
第

1
か

ら
別

表

第
6
ま

で
に

定
め

る
額

と
す

る
。

 

5
 

新
庄

市
民

球
場

の
付

帯
設

備
使

用
料

は
、

別
表

第
3
に

定
め

る
額

と
す

る
。

 

〔
削

る
〕

 

6
 

新
庄

市
山

屋
セ

ミ
ナ

ー
ハ

ウ
ス

の
冷

暖
房

使
用

料
は

、
別

表
第

4

に
定

め
る

額
と

す
る

。
 

〔
削

る
〕

 

7
 

新
庄

市
民

ス
キ

ー
場

付
属

施
設

の
付

帯
設

備
使

用
料

は
、
別

表
第

5
に

定
め

る
額

と
す

る
。

 

〔
削

る
〕

 

8
 

新
庄

市
武

道
館

の
暖

房
使

用
料

は
、

別
表

第
6
に

定
め

る
額

と
す

る
。

 

〔
削

る
〕
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

9
 

新
庄

市
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
の

照
明

設
備

使
用

料
は

、
別

表
第

7
に

定

め
る

額
と

す
る

。
 

〔
削

る
〕

 

別
表

第
1
 

削
除

 
 

別
表

第
2
 

体
育

館
暖

房
器

具
使

用
料

 
別

表
第

1
 

体
育

館
暖

房
器

具
使

用
料

 

(
略

)
 

(
略

)
 

別
表

第
3
 

市
民

球
場

付
帯

設
備

使
用

料
 

別
表

第
2
 

市
民

球
場

附
帯

設
備

使
用

料
 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

ス
コ

ア
ボ

ー
ド

 
1
時

間
に

つ
き

 
3
7
0
円

 

放
送

設
備

 
1
時

間
に

つ
き

 
3
7
0
円

 

ピ
ッ

チ
ン

グ
マ

シ
ン

 
1
台

1
時

間
に

つ
き

 
3
7
0
円

 

温
水

シ
ャ

ワ
ー

 
1
室

1
時

間
に

つ
き

 
3
0
0
円

 

1
人

1
回

に
つ

き
 

5
0
円

 
 

丸
型

赤
外

線
暖

房
機

 
1
台

1
時

間
に

つ
き

 
3
0
0
円

 
 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

ス
コ

ア
ボ

ー
ド

 
1
時

間
に

つ
き

 
3
7
0
円

 

放
送

設
備

 
1
時

間
に

つ
き

 
3
7
0
円

 

ピ
ッ

チ
ン

グ
マ

シ
ン

 
1
台

1
時

間
に

つ
き

 
3
7
0
円

 

温
水

シ
ャ

ワ
ー

 
1
室

1
時

間
に

つ
き

 
6
0
0
円

 

1
人

1
回

に
つ

き
 

1
0
0
円

 

丸
型

赤
外

線
暖

房
機

 
1
台

1
時

間
に

つ
き

 
3
0
0
円

 
 

別
表

第
4
 

山
屋

セ
ミ

ナ
ー

ハ
ウ

ス
冷

暖
房

使
用

料
 

区
分

 
午

前
 

午
後

 
夜

間
 

全
日

 

9
時

～
1
2

時
 

1
3
時

～
1
7

時
 

1
8
時

～
2
1

時
 

9
時

～
2
1

時
 

冷
房

 
研

修
室

 
5
1
0
円

 
6
1
0
円

 
5
1
0
円

 
1
,
6
3
0
円

 

多
目

的
ホ

ー
ル

 

7
1
0
円

 
9
2
0
円

 
7
1
0
円

 
2
,
3
4
0
円

 

別
表

第
3
 

山
屋

セ
ミ

ナ
ー

ハ
ウ

ス
冷

暖
房

使
用

料
 

区
分

 
午

前
 

午
後

 
夜

間
 

全
日

 

9
時

～
1
2

時
 

1
3
時

～
1
7

時
 

1
8
時

～
2
1

時
 

9
時

～
2
1

時
 

冷
房

 
研

修
室

 
5
2
0
円

 
6
2
0
円

 
5
2
0
円

 
1
,
6
6
0
円

 

多
目

的
ホ

ー
ル

 

7
2
0
円

 
9
3
0
円

 
7
2
0
円

 
2
,
3
8
0
円
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暖
房

 
研

修
室

 
6
1
0
円

 
8
2
0
円

 
6
1
0
円

 
2
,
0
4
0
円

 

多
目

的
ホ

ー
ル

 

9
2
0
円

 
1
,
2
3
0
円

 
9
2
0
円

 
3
,
0
7
0
円

 

屋
内

運
動

場
 

角
型

赤
外

線
暖

房
機

 
1
台

1
時

間
に

つ
き

3
0
0

円
 

 

暖
房

 
研

修
室

 
6
2
0
円

 
8
3
0
円

 
6
2
0
円

 
2
,
0
8
0
円

 

多
目

的
ホ

ー
ル

 

9
3
0
円

 
1
,
2
5
0
円

 
9
3
0
円

 
3
,
1
3
0
円

 

屋
内

運
動

場
 

角
型

赤
外

線
暖

房
機

 
1
台

1
時

間
に

つ
き

3
0
0

円
 

 

別
表

第
5
 

市
民

ス
キ

ー
場

付
属

施
設

の
付

帯
設

備
使

用
料

 
別

表
第

4
 

市
民

ス
キ

ー
場

附
属

施
設

の
附

帯
設

備
使

用
料

 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

温
水

シ
ャ

ワ
ー

 
1
人

1
回

に
つ

き
 

5
0
円

 
 

 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

温
水

シ
ャ

ワ
ー

 
1
人

1
回

に
つ

き
 

1
0
0
円

 
 

別
表

第
6
 

武
道

館
暖

房
使

用
料

 
別

表
第

5
 

武
道

館
暖

房
使

用
料

 

(
略

)
 

(
略

)
 

別
表

第
7
 

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

照
明

設
備

使
用

料
 

別
表

第
6
 

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

照
明

設
備

使
用

料
 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

照
明

設
備

 
1
面

1
時

間
に

つ
き

 
5
0
0
円

 
 

区
分

 
単

位
 

使
用

料
 

照
明

設
備

 
1
面

1
時

間
に

つ
き

 
5
1
0
円
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議案第５１号 

 

   新庄市民文化会館使用料の免除に関する基準の一部改正について 

 

新庄市民文化会館使用料の免除に関する基準（平成９年教育委員会公告第３号）

の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から施行する。 

 

題名を次のように改める。 

新庄市民文化会館使用料の減免に関する基準 

第２項第１号中「学校教育法」を「学校教育法（昭和２２年法律第２６号）」

に、 

「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校 ５０％の額  

 特別支援学校、高等学校、専修学校  ３０％の額」を「５０％の額」に改め、

同項第２号中「市立保育所及び児童センター等」を「保育所、児童センター等」

に改める。 

 

 

   提案の理由 

 新庄市民文化会館使用料の免除に関する基準について必要な文言の整理を図

り所要の見直しを行うため、提案するものである。 
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新
庄

市
民

文
化

会
館

使
用

料
の

免
除

に
関

す
る

基
準

(
平

成
9
年

教
育

委
員

会
公

告
第

3
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

新
庄

市
民

文
化

会
館

使
用

料
の

免
除

に
関

す
る

基
準

 
新

庄
市

民
文

化
会

館
使

用
料

の
減

免
に

関
す

る
基

準
 

新
庄

市
民

文
化

会
館

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

(
昭

和
5
6
年

条
例

第
2
2
号

)
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
る

使
用

料
の

免
除

に
つ

い
て

は
、

こ
の

基
準

に
よ

る
。

 

新
庄

市
民

文
化

会
館

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

(
昭

和
5
6
年

条
例

第
2
2
号

)
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
る

使
用

料
の

免
除

に
つ

い
て

は
、

こ
の

基
準

に
よ

る
。

 

1
 

（
略

）
 

1
 

（
略

）
 

2
 

学
校

等
 

2
 

学
校

等
 

(
1
)
 

市
内

に
所

在
す

る
学

校
教

育
法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
規

定
に

基
づ

く
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

、
義

務
教

育
学

校
、

特
別

支
援

学
校

、
高

等
学

校
及

び
専

修
学

校
が

行
う

文
化

事
業

で
使

用
す

る
と

き
で

、
教

育
委

員
会

が
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
た

と
き

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
1
)
 

市
内

に
所

在
す

る
学

校
教

育
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

)

の
規

定
に

基
づ

く
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

、
義

務
教

育
学

校
、

特
別

支
援

学
校

、
高

等
学

校
及

び
専

修
学

校
が

行
う

文
化

事
業

で
使

用
す

る
と

き
で

、
教

育
委

員
会

が
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
た

と
き

。
 

5
0
％

の
額

 

幼
稚

園
、

小
学

校
、

中
学

校
、

義
務

教
育

学
校

 
5
0
％

の
額

 
 

特
別

支
援

学
校

、
高

等
学

校
、

専
修

学
校

 
3
0
％

の
額

 
 

(
2
)
 

市
立

保
育

所
及

び
児

童
セ

ン
タ

ー
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

行

う
文

化
事

業
で

使
用

す
る

と
き

で
、

教
育

委
員

会
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と

き
。

 
5
0
％

の
額

 

(
2
)
 

保
育

所
、
児

童
セ

ン
タ

ー
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
行

う
文

化
事

業
で

使
用

す
る

と
き

で
、

教
育

委
員

会
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と

き
。

 
5
0
％

の
額
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議案第５２号 

 

   新庄市山車会館及び新庄市歴史民俗資料館使用料の減免に関する 

   基準の一部改正について 

 

新庄市山車会館及び新庄市歴史民俗資料館使用料の減免に関する基準（平成  

９年教育委員会公告第４号）の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から

施行する。 

 

第１項中「小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）の児童、中学校（義務

教育学校の後期課程を含む。）の生徒、高等学校の生徒及び中等教育学校の生徒」

を「小学生、中学生、高校生及びそれに準ずる者」に改め、第２項を次のように

改める。 

２  幼稚園、学校等の児童又は生徒の引率者が、教育活動として観覧するとき。 

第３項中「市立保育所及び児童センター等」を「保育所、児童センター等」に

改め、第７項及び第８項を次のように改める。 

７ 次に掲げる手帳等の交付を受けている者が観覧するとき。 

（１） 身体障害者手帳 

（２） 精神障害者保健福祉手帳 

（３） 療育手帳 

（４） 障害福祉サービス受給者証 

（５） 特定疾病（指定難病）医療受給者証 

（６） 戦傷病者手帳 

（７） 被爆者健康手帳 

８  老人福祉施設等を利用している者が当該施設等の行事等として観覧すると

き。 

 

 

   提案の理由 

 新庄市山車会館及び新庄市歴史民俗資料館使用料の減免に関する基準につい

て必要な文言の整理を図り所要の見直しを行うため、提案するものである。 
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新
庄

山
車

会
館

及
び

新
庄

市
歴

史
民

俗
資

料
館

使
用

料
の

減
免

に
関

す
る

基
準

(
平

成
9
年

教
育

委
員

会
公

告
第

4
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

新
庄

山
車

会
館

及
び

新
庄

市
歴

史
民

俗
資

料
館

の
管

理
及

び
使

用

に
関

す
る

規
則

(
昭

和
5
8
年

教
育

委
員

会
規

則
第

4
号

)
第

5
条

の
規

定

に
よ

る
使

用
料

の
う

ち
、

観
覧

に
関

す
る

使
用

料
に

つ
い

て
は

、
こ

の
基

準
に

よ
り

全
額

を
免

除
す

る
。

 

新
庄

山
車

会
館

及
び

新
庄

市
歴

史
民

俗
資

料
館

の
管

理
及

び
使

用

に
関

す
る

規
則

(
昭

和
5
8
年

教
育

委
員

会
規

則
第

4
号

)
第

5
条

の
規

定

に
よ

る
使

用
料

の
う

ち
、

観
覧

に
関

す
る

使
用

料
に

つ
い

て
は

、
こ

の
基

準
に

よ
り

全
額

を
免

除
す

る
。

 

1
 

小
学

校
(
義

務
教

育
学

校
の

前
期

課
程

を
含

む
。
)
の

児
童

、
中

学

校
(
義

務
教

育
学

校
の

後
期

課
程

を
含

む
。
)
の

生
徒

、
高

等
学

校
の

生
徒

及
び

中
等

教
育

学
校

の
生

徒
が

、
学

校
教

育
活

動
及

び
課

外

学
習

を
目

的
と

し
て

観
覧

す
る

と
き

。
 

1
 

小
学

生
、

中
学

生
、

高
校

生
及

び
そ

れ
に

準
ず

る
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

、
学

校
教

育
活

動
及

び
課

外

学
習

を
目

的
と

し
て

観
覧

す
る

と
き

。
 

2
 

学
校

教
育

法
に

基
づ

く
学

校
の

児
童

及
び

生
徒

の
引

率
者

が
、
学

校
教

育
活

動
と

し
て

観
覧

す
る

と
き

。
 

2
 

幼
稚

園
、
学

校
等

の
児

童
又

は
生

徒
の

引
率

者
が

、
教

育
活

動
と

し
て

観
覧

す
る

と
き

。
 

3
 

市
立

保
育

所
及

び
児

童
セ

ン
タ

ー
等

の
児

童
の

引
率

者
が

、
保

育

事
業

と
し

て
観

覧
す

る
と

き
。

 

3
 

保
育

所
、

児
童

セ
ン

タ
ー

等
 
 
 
 
 
の

児
童

の
引

率
者

が
、

保
育

事
業

と
し

て
観

覧
す

る
と

き
。

 

4
～

6
 

(
略

)
 
 

4
～

6
 

(
略

)
 
 

7
 

身
体

障
害

者
福

祉
法

、
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す

る
法

律
及

び
知

的
障

害
者

福
祉

法
の

規
定

に
よ

り
、

手
帳

の
交

付

を
受

け
て

い
る

心
身

障
害

者
が

観
覧

す
る

と
き

。
 

7
 

次
に

掲
げ

る
手

帳
等

の
交

付
を

受
け

て
い

る
者

が
観

覧
す

る
と

き
。

 

〔
新

設
〕

 
(
1
)
 

身
体

障
害

者
手

帳
 

〔
新

設
〕

 
(
2
)
 

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
 

〔
新

設
〕

 
(
3
)
 

療
育

手
帳
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

〔
新

設
〕

 
(
4
)
 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

受
給

者
証

 

〔
新

設
〕

 
(
5
)
 

特
定

疾
病

(
指

定
難

病
)
医

療
受

給
者

証
 

〔
新

設
〕

 
(
6
)
 

戦
傷

病
者

手
帳

 

〔
新

設
〕

 
(
7
)
 

被
爆

者
健

康
手

帳
 

8
 

老
人

福
祉

法
に

規
定

さ
れ

て
い

る
老

人
福

祉
施

設
(
有

料
老

人
ホ

ー
ム

を
除

く
。

)
に

入
所

し
て

い
る

者
が

観
覧

す
る

と
き

。
 

8
 

老
人

福
祉

施
設

等
を

利
用

し
て

い
る

者
が

当
該

施
設

等
の

行
事

等
と

し
て

観
覧

す
る

と
き

。
 

9
・

1
0
 

(
略

)
 

9
・

1
0
 

(
略

)
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議案第５３号 

 

   新庄市生涯学習センター使用料の減免に関する基準の一部改正に 

   ついて 

 

新庄市生涯学習センター使用料の減免に関する基準（平成元年教育委員会公告

第１号）の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から施行する。 

 

第１項中「学校教育法」を「学校教育法（昭和２２年法律第２６号）」に、「小

中学生が個人使用するとき。 全額」を「個人使用するとき。」に改め、同項に

次の各号を加える。 

（１） 小中学生 全額 

（２） 高校生及びこれに準ずる者 ５０％の額 

本則に次の１項を加える。 

７ 地域自治会等が公共の目的をもった行事等で使用するとき。 ３０％の額 

 

 

   提案の理由 

 新庄市生涯学習センター使用料の免除に関する基準について所要の見直しと

必要な文言の整理を行うため、提案するものである。 
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新
庄

市
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
使

用
料

の
減

免
に

関
す

る
基

準
(
平

成
元

年
教

育
委

員
会

公
告

第
1
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

新
庄

市
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
(
平

成
元

年
条

例
第

3
1
号

)
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
る

使
用

料
の

減
免

に
つ

い
て

は
、

こ
の

基
準

に
よ

る
。

 

新
庄

市
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
(
平

成
元

年
条

例
第

3
1
号

)
第

1
2
条

の
規

定
に

よ
る

使
用

料
の

減
免

に
つ

い
て

は
、

こ
の

基
準

に
よ

る
。

 

1
～

4
 

（
略

）
 

1
～

4
 

（
略

）
 

5
 

市
内

に
所

在
す

る
学

校
教

育
法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

規

定
に

基
づ

く
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

、
義

務
教

育
学

校
、
高

等

学
校

及
び

専
修

学
校

で
行

う
教

育
事

業
で

、
教

育
委

員
会

が
特

に

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と

き
。

 
5
0
％

の
額

 

5
 

市
内

に
所

在
す

る
学

校
教

育
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

)
の

規

定
に

基
づ

く
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

、
義

務
教

育
学

校
、
高

等

学
校

及
び

専
修

学
校

で
行

う
教

育
事

業
で

、
教

育
委

員
会

が
特

に

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と

き
。

 
5
0
％

の
額

 

6
 

多
目

的
ホ

ー
ル

を
小

中
学

生
が

個
人

使
用

す
る

と
き

。
 

全
額

 
6
 

多
目

的
ホ

ー
ル

を
個

人
使

用
す

る
と

き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
新

設
〕

 
(
1
)
 

小
中

学
生

 
全

額
 

〔
新

設
〕

 
(
2
)
 

高
校

生
及

び
こ

れ
に

準
ず

る
者

 
5
0
％

の
額

 

〔
新

設
〕

 
7
 

地
域

自
治

会
等

が
公

共
の

目
的

を
も

っ
た

行
事

等
で

使
用

す
る

と
き

。
 

3
0
％

の
額
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議案第５４号 

 

   新庄市雪の里情報館使用料の減免に関する基準の一部改正について 

 

新庄市雪の里情報館使用料の減免に関する基準（平成９年教育委員会公告   

第５号）の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から施行する。 

 

第１項中「学校教育法」を「学校教育法（昭和２２年法律第２６号）」に改め

る。 

本則に次の１項を加える。 

７ 地域自治会等が公共の目的をもった行事等で使用するとき。 ３０％の額 

 

 

   提案の理由 

 新庄市雪の里情報館使用料の減免に関する基準について必要な文言の整理を

図り所要の見直しを行うため、提案するものである。 
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新
庄

市
雪

の
里

情
報

館
使

用
料

の
減

免
に

関
す

る
基

準
(
平

成
9
年

教
育

委
員

会
公

告
第

5
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

新
庄

市
雪

の
里

情
報

館
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
(
平

成
9
年

条
例

第
3
1
号

)
第

1
3
条

の
規

定
に

よ
る

使
用

料
の

減
免

に
つ

い
て

は
、

こ
の

基
準

に
よ

る
。

 

新
庄

市
雪

の
里

情
報

館
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
(
平

成
9
年

条
例

第
3
1
号

)
第

1
3
条

の
規

定
に

よ
る

使
用

料
の

減
免

に
つ

い
て

は
、

こ
の

基
準

に
よ

る
。

 

1
～

4
 

（
略

）
 

1
～

4
 

（
略

）
 

5
 

市
内

に
所

在
す

る
学

校
教

育
法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

規

定
に

基
づ

く
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

、
義

務
教

育
学

校
、
特

別

支
援

学
校

、
高

等
学

校
及

び
専

修
学

校
で

行
う

教
育

事
業

で
、
教

育

委
員

会
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と

き
。

 
5
0
％

の
額

 

5
 

市
内

に
所

在
す

る
学

校
教

育
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

)
の

規

定
に

基
づ

く
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

、
義

務
教

育
学

校
、
特

別

支
援

学
校

、
高

等
学

校
及

び
専

修
学

校
で

行
う

教
育

事
業

で
、
教

育

委
員

会
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と

き
。

 
5
0
％

の
額

 

6
 

（
略

）
 

6
 

（
略

）
 

〔
新

設
〕

 
7
 

地
域

自
治

会
等

が
公

共
の

目
的

を
も

っ
た

行
事

等
で

使
用

す
る

と
き

。
 

3
0
％

の
額
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議案第５５号 

 

   新庄市体育施設等使用料の減免に関する基準の一部改正について 

 

新庄市体育施設等使用料の減免に関する基準（平成６年教育委員会告示第６号）

の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から施行する。 

 

第１項第８号中「市長」を「新庄市教育委員会」に改め、第２項第２号中「学

校教育法」を「学校教育法（昭和２２年法律第２６号）」に改め、同項第４号を

次のように改める。 

（４）  社会教育行政を推進する上で新庄市教育委員会が特に必要と認める  

社会教育関係団体が行う社会教育に関する事業 

第２項第６号中「市長」を「新庄市教育委員会」に改め、第３項に次の１号を

加える。 

（２） 社会教育関係団体が行う社会教育に関する事業（前項第４号の事業を

除く。） 

 

 

   提案の理由 

 新庄市体育施設等使用料の減免に関する基準について必要な文言の整理を図

り所要の見直しを行うため、提案するものである。 
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新
庄

市
体

育
施

設
等

使
用

料
の

減
免

に
関

す
る

基
準

(
平

成
6
年

教
育

委
員

会
告

示
第

6
号

)
新

旧
対

照
表

 

現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

新
庄

市
体

育
施

設
等

使
用

料
の

減
免

に
関

す
る

基
準

(
平

成
3
年

7

月
1
日

教
育

委
員

会
公

告
第

2
号

)
の

全
部

を
改

正
す

る
。

 

新
庄

市
体

育
施

設
等

使
用

料
の

減
免

に
関

す
る

基
準

(
平

成
3
年

7

月
1
日

教
育

委
員

会
公

告
第

2
号

)
の

全
部

を
改

正
す

る
。

 

1
 

全
額

免
除

(
山

屋
セ

ミ
ナ

ー
ハ

ウ
ス

の
宿

泊
使

用
料

を
除

く
。

)
 

1
 

全
額

免
除

(
山

屋
セ

ミ
ナ

ー
ハ

ウ
ス

の
宿

泊
使

用
料

を
除

く
。

)
 

(
1
)
～

(
7
)
 

(
略

)
 

(
1
)
～

(
7
)
 

(
略

)
 

(
8
)
 

そ
の

他
市

長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

特
に

必
要

と
認

め
る

事
業

 
(
8
)
 

そ
の

他
新

庄
市

教
育

委
員

会
が

特
に

必
要

と
認

め
る

事
業

 

2
 

5
0
％

減
額

(
山

屋
セ

ミ
ナ

ー
ハ

ウ
ス

の
宿

泊
使

用
料

を
除

く
。

)
 

2
 

5
0
％

減
額

(
山

屋
セ

ミ
ナ

ー
ハ

ウ
ス

の
宿

泊
使

用
料

を
除

く
。

)
 

(
1
)
 

(
略

)
 

(
1
)
 

(
略

)
 

(
2
)
 

市
内

に
所

在
す

る
学

校
教

育
法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
規

定
に

基
づ

く
幼

稚
園

、
高

等
学

校
及

び
専

修
学

校
が

行
う

教
育

事
業

で
、

教
育

委
員

会
が

特
に

必
要

と
認

め
る

事
業

 

(
2
)
 

市
内

に
所

在
す

る
学

校
教

育
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

)

の
規

定
に

基
づ

く
幼

稚
園

、
高

等
学

校
及

び
専

修
学

校
が

行
う

教
育

事
業

で
、

教
育

委
員

会
が

特
に

必
要

と
認

め
る

事
業

 

(
3
)
 

(
略

)
 
 

(
3
)
 

(
略

)
 
 

(
4
)
 

新
庄

市
の

社
会

教
育

関
係

団
体

が
行

う
社

会
教

育
に

関
す

る
事

業
(
山

屋
セ

ミ
ナ

ー
ハ

ウ
ス

の
使

用
の

場
合

に
限

る
。

)
 

(
4
)
 

社
会

教
育

行
政

を
推

進
す

る
上

で
新

庄
市

教
育

委
員

会
が

特
に

必
要

と
認

め
る

社
会

教
育

関
係

団
体

が
行

う
社

会
教

育
に

関
す

る
事

業
 

(
5
)
 

(
略

)
 
 

(
5
)
 

(
略

)
 
 

(
6
)
 

そ
の

他
市

長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

特
に

必
要

と
認

め
る

事
業

 
(
6
)
 

そ
の

他
新

庄
市

教
育

委
員

会
が

特
に

必
要

と
認

め
る

事
業

 

3
 

3
0
％

減
額

(
山

屋
セ

ミ
ナ

ー
ハ

ウ
ス

の
宿

泊
使

用
料

を
除

く
。

)
 

3
 

3
0
％

減
額

(
山

屋
セ

ミ
ナ

ー
ハ

ウ
ス

の
宿

泊
使

用
料

を
除

く
。

)
 

(
1
)
 

(
略

)
 

(
1
)
 

(
略

)
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現
行

 
改

正
後

（
案

）
 

〔
新

設
〕

 
(
2
)
 

社
会

教
育

関
係

団
体

が
行

う
社

会
教

育
に

関
す

る
事

業
(
前

項
第

4
号

の
事

業
を

除
く

。
)
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